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国際人権規約と先住民族

ーアイヌ民族と自由権規約を中心に-

ジョージナ・スティーブンス
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はじめに

近年において、さまざまな国家やそのほかの統

治主体が、様々な形式を通じて、先住民族の土地

権を承認し、その数は増加傾向にある。国家と民

族の交渉を経て、条約・協定を締結することによ

って解決された事例もあればl、この十数年に、国

家の憲法に先住民族の土地権を認める特別の規定

が設定された民族2、さらには、長年の闘争の末に、

司法の判決により「無主地」の概念が放棄され、

土地に関する先住権原が承認されたオーストラリ

アのアボリジニーの事例もあるまた、アジア諸

国、例えばフィリピンにおいては、先住民族権利

法で先住民族の先祖伝来の土地の権原を認定する

規定が定められ4、1997年のマレーシアの高等裁判

所判決においては、先住民族の伝統的な土地に関

する権原に基づき、固有地において、自由に居住

し、移動し、採取、狩猟する権利がコモンローお

よびマレーシア連邦憲法により保障されているこ

とが確認されている

この先住民族の土地権を承認する潮流に関し、

「様々な理由から、国際社会は、土地、領土と資

源に関する新たな地球規模の観念と原理に基づい

た対応を先住民族に取るようになったつことは、

国際法および国際連合も重要な役割を果たしてき

たことを示している。歴史上、先住民族の土地剥

奪と強奪を正当化する役割を担ってきた7国際法に

おいては、少数者の差別防止および保護に関する

国連人権小委員会(当時)の特別報告者ホセ・マ

ルチネス・コーボが「先住民に対する差別問題」

の報告にて、先祖伝来の土地からの追出と先住民

族に対する既存及び継続する差別の関連性を明白

に記したことにより、変革へと動き出したとこれ

に続いて、国連経済社会理事会が、決議1982/34に

より差別防止・少数者保護小委員会のもと、先住

民族の人権に関する国際基準の開発を任務のーっ

と位置付けた、先住民族作業部会を設けた o 1985 

年に、作業部会は国際連合の総会において採択す

るための先住民族の権利に関する宣言を作成する
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ことに踏み切り、やがて領土や土地の権利も含ま

れるようになる宣言の起草に取り組んできた10。

これは、現在のところ正式な宣言を出すまでには

至らず、未だに宣言草案にとどまっているものの、

「普く尊重されている道義的な人権基準I1Jとさ

れ、先住民族の土地に関する重要な規定を多く含

んでいる O よって、宣言草案自体、そして、その

国連における20年の検討過程における様々な主体

の参加も、この国際社会の変動に貢献したと言え

ようへ加えて、 1980年代の後半の国連の国際労

働機関(以下ILO)において採択された169号条約

に規定される、先住民族が伝統的に所有または利

用してきた土地及び領域に関する事項も、批准し

た締約国の囲内土地権の承認に関する大きな影響

を与えているヘ

また、国連の、いわゆる主要国際人権条約、特

にあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条

約および市民的及び政治的権利に関する国際規約

(以下「自由権規約J)の実施状況に関する監視制

度の下においても、先住民族の土地権が検討され

ている 14

他方で、未だに国家による土地に関する権利の

承認・認知がされていない先住民族も数多く存在

するO アイヌ民族の場合も、国際社会、具体的に

は、国連の規約人権委員会、人種差別撤廃委員会、

先住民族に関する特別報告者などにより、先住民

族として承認されているにもかかわらず、囲内の

政府が先住民族として承認しない、かつ国際法に

おいて規定される先住民族として承認することを

忌避し、国内および囲内法において、土地権を含

め、 (実質的に)先住民族の権利が認められてい

ないのが現状である。

しかしながら、日本政府はアイヌ民族を自由権

規約第27条にいう少数民族として承認しさらに

は国内法において、アイヌ少数民族の文化を保護、

振興する立法が制定されている。この文化を振興

する施策の一環として、舞踊、民芸の文化的活動
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を行い、伝統的な儀式を再生し、文化伝承のため

の自然素材を自由に採取、捕獲できる場所を含む、

アイヌ民族の伝統的生活空間 ("Iwor")を再生す

る施策が計画されている。

「神々の住む世界。具体的には狩や魚の場とし

ての山奥または沖合」ゃ「山野、部落の狩猟の縄

張り」と解釈されるアイヌ語の"Iwor"という語葉

(カタカナでは「イウオロ」または「イウォル」

や「イオルJ)は本稿において、文化的振興の施策

の一環として、再生が検討されているアイヌ民族

の伝統的生活空間を示すものとして用いる 15 こ

の、国の施策においては"Iwor"(イオルともい

う)とは「アイヌの伝統的な生活の場Jと定義さ
れる 16

"Iwor"を再生する文化的振興の施策に関し、日

本政府は北海道の天然資源、土地に関する所有権、

返還の措置などとの関連を一切断絶し、先住民族

の権利を承認するのではなく、少数民族の文化を

奨励する措置を講ずるに留めている O ただし、本

稿において明らかにしていくように、少数(先住)

民族の文化的権利に関する保護、奨励と先住民族

の権利とは、どちらかを選択的に抽出し他方が排

除される性質を帯びているものとはいえない。こ

れを法的に見ると、自由権規約第27条は少数民族

の文化的享有権が「否定されない」ことを規定し

ているのみである 17しかし、自由権規約の監視

機関である規約人権委員会は、 (条約およびその

選択議定書が規定する監視役割を果たす上で送付

する意見・「見解J (view) において)先住民族

の文化・精神文化の享有が先住民族の先祖伝来の

土地と密接に関連していることを承認することに

より、土地との結びつき、および伝統的な(文化

的)経済的活動と、それを支える天然資源へのア

クセスが、先住民族の文化享有と密接不可分な場

合に、第27条の下で一定の保護が与えられるとし

ている。

したがって、本稿は、以上のIwor、伝統的生活

空間の再生という文化的奨励施策において、自由
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権規約の第27条がアイヌ民族の土地と係わる活動

を保護・保障する範囲および限界を検討し、第27

条の文化的享有権が先住少数民族に土地への利用、

アクセスを保障するかどうか、その範囲が「土地

権」および土地の権原の保障まで及ぶか否かを考

察したい。

また、特に、アイヌ民族と日本の場合をケース

スタデイにして、現在の日本国内の事情を取り入

れながら、国際法を国内に適用する際に、囲内法、

または対象となる先住民族とその住む国家の現状

が、適用すべき国際法の選択および適用できる保

障・基準にどういう影響を及ぼすかを示す。この

ようにして、国際法の人権保障を確保、実現する

にあたり、囲内法を排除して、国際法を排他的に

検討するよりも、囲内法の状況も考窟して、国際

人権法の保障が囲内法体系と交差する最に、その

相互依存関係および補完関係を活かすことが国際

人権の保障にも重要であることを示したい。

本稿は、まず、第 1章において、国際人権規約、

とりわけ自由権規約の日本国内法体系への編入方

法および編入後に、囲内で同人権規約の規定を解

釈・適用する際に条約監視機関の見解を考慮すべ

き理由とその考慮を要請する法的根拠について考

察する O 第1節では、国際法条約、すなわち人権

条約一般、とりわけ自由権規約の日本の囲内法体

系への編入方法を概観する O そしてこれが国内効

力をもった場合に、その条約の規定、内容が直接

適用可能なものであるかどうかを決定する基準に

関する学説、囲内裁判所の判例および日本政府の

見解を検討する O そして、自由権規約および同第

27条の園内効力と直接適用可能性を確認したうえ

で、次に、自由権規約の下において送付される規

約人権委員会(以下、 「規約委員会J)の見解ない

し意見が、規約の規定を解釈、適用するにあたり、

考慮されるべき法的根拠を探る。その法的根拠と

なりうるものとして、第 2節においては、まず国

内の判例において規約委員会の見解・意見を考慮

する根拠として援用される条約に関するウィーン



条約の条約解釈規定に関する議論を検討する O そ

のなかで、条約法条約の自由権規約の解釈におけ

る採用可能性を分析し、かつ国内判例で援用され

る同第31条3項bおよび第32条が、日本の法律、

政策執行機関(行政府、立法府、司法)が自由権

規約を解釈、適用する際に、委員会の見解・意見

を考慮する法的要請を課すか否かを考察する O そ

の結果、条約法条約が委員会の見解・意見を考慮

する根拠として援用できるものの、その考慮を要

請しない、あくまでも解釈者に選択を残す規定で

あるということから、続いて、第3節においては

国内法、とりわけ憲法から導かれる法的根拠を考

察する。ここでは、締結した国際条約の「誠実な

遵守」を要求する憲法第98条2項に関する一つの

理論を検討し、その理論に基づいて自由権規約を

解釈する際に委員会の見解・意見を顧慮すること

が囲内機関に義務付けられるか分析する。さらに、

日本が自由権規約の選択議定書を批准していない

状況において、国内機関が憲法第98条2項の義務

に基づき、その下において作成される委員会の

「見解Jを顧慮するよう要請されるのかという点

に関して、分析を試みる。最後に、第4節では国

内法において、アイヌ民族自体に関する自由権規

約第27条の適用状況、およびそれに関連するアイ

ヌ民族の文化を振興する国内法を紹介し、囲内政

府の立法府、行政府並びに司法のアイヌ民族の文

化的享有権に関する姿勢とそのIwor再生に関する

意義を解明する O

第2章においては、 Iwor再生の国際法に照らし

た具体的な検討を行う O 第1節においてアイヌ民族

の土地剥奪の歴史および~Iwor再生の背景にある国

内経緯を紹介し、第2節では自由権規約第27条の権

利保障を考察する以上、その保障対象として重要

となるアイヌ民族の文化の本質と現れる形態を、

既に国内の法的文書で承認されている要素を通じ

て明らかにして行きたい。そして、第3節におい

ては、自由権規約第27条の義務に関する解釈と学

説の見解を通じて、その規定が保障する内容が積

極的な義務を含むか否かを検討する。その義務の

国際人権規約と先住民族

性質の検討を踏まえた上で、第 4節では第 2節に

おいて紹介したアイヌ文化の要素に関する文書に

照らし、 Iworの再生に関して同第27条に依拠して

保障されると思われる土地に係わるアイヌ民族の

権利の基本的内容を概観する。そして、第5節で

は当該権利に関する現行国内法を概観し、その現

状を、委員会の個人通報、一般的意見において解

明された同第27条の内容に基づき、 Iworを再生す

るにあたり、必要となる現行法の改正の可能性を

分析することを試みる。続いて、 Iworの再生に際

して直接関連すると思われる人種差別撤廃条約の

下における義務を紹介する O そして、この条約の

監視機関の勧告、見解が日本政府に顧慮する要請

が導かれるかどうかを簡潔に検討した上で、仮に

日本の行政機関等に対して顧慮する要請が導かれ

た場合に、そのIwor再生に関連する勧告要項を考

察する。そして、最後に第 7節では、現在提案さ

れているIwor再生の計画が、要求される国際人権

法の要件を満たしているかどうか考察を試みる O

第1章 国際人権規約の圏内法における適用一自

由権規約を中心にー

第1節 目本圏内における、国際法一般および自

由権規約の法的位置づけ

Iwor再生およびアイヌ民族の状況に対する自由

権規約の適用範囲を検討する前提として、本節で

は国際法、とりわけ自由権規約の日本における適

用状況と国内的効力に関連する問題を概略し、検

討したい。

自由権規約は1979年6月に日本政府が批准し、

同年 9月21日に囲内で発行された。日本国憲法の

98条2項は「日本国が締結した条約及び確立された

国際法規は、これを誠実に道守することを必要と

する」と規定している。従来、この98条2項は条

約に囲内的効力を与える規定ではないとする説も

存在したが18、今日では98条2項の規定を根拠に、

日本が批准した条約は特別の立法手続なしに、囲

内において、法律としての効力を有することは、
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憲法学者19および国際法学者却の通説となっている O 個人の実体的権利に関連する条項の自動的執行力

国内裁判所における判決21並びに政府見解22も、同 を承認しているお。

様の立場を取っているお。

条約の囲内的効力如何とは別に、条約が自動的に

執行できるか、つまり、条約が国内の裁判所およ

び行政機関の判断根拠として直接適用することが

できるかという問題があるヘ学説においては自

動的執行力を判断する基準は多様であるぺしか

し、学説は、一般的に、特別な立法を求めずして

直接条約および特定規定の自動執行が可能か否か

を判断する際には、立法者意思としての当事国の

意思、並ぴに条約規定の文言の明確さ、内容、性質却

を考慮し、判断を下すべきとする 2i 囲内判例28お

よび近年の政府の見解29も、自動的執行力を認め

る決定をする際には、条約規定の文言の明確さを

重視すると主に、その内容を注意深く吟味してい

るO 日本ではこれらの要素に基づき、条約全体の

性格、内容、定める権利をもとに、判例において

「自動執行力のあるJ条約と「非自動執行力」の

条約に分類する傾向がある。例えば、規約が規定

する権利を一般的に「漸進的に達成」することし

か義務付けない経済的、社会的及び文化的権利に

関する国際条約 (1社会権規約J)については、直

接適用を否定しているのに対して、 「尊重し及び

確保」することを要する自由権規約の直接適用可

能性については、判例ならびに学説の両方ともに

これを認めている 30 しかし、条約全体の性格及

び保障基準、保障している権利内容も自動執行力

如何の判断に関わるものの、その中でも適用が予

定される規定を個別具体的に検討し、その保障し

ている権利、文言の明確さなどから各規定の自動

執行力を判断する必要も生ずるとする説もある31

自由権規約の草案過程において、条約当事者で

ある国家が条約の自動執行性を受け入れる意思が

あったか否かについては、学説の対立が存在して

いる 320 一方で、現在、締約国がこれを受け入れ

る意思があるか否かに関しては、規約が国内法で

効力を持つ締約国の多くが、第三部に規定される
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条約の自動執行性をめぐる現在の議論の状況に

鑑みると、以下のようなことが言えるであろう。

まず、日本の学説においては、自由権規約のよう

に国民・個人の権利義務について規定し、囲内裁

判所・行政機関が直接に適用しうる条約の規定は

自動執行力(直接適用可能性)を有すると認める

立場34、または自由権規約自体の自動執行力を認

める立場が通説であるといえる 35 さらに、国内

裁判所も自由権規約の直接適用可能性・自動執行

性を承認し36、または黙示的に認めておりへ自由

権規約の第14条 (3) は東京高等裁判所によって直

接適用されていることは疑いのない事実である却。

自由権規約第27条が個別規定として国内自動執行

性を有することも、札幌地裁の二風谷ダム判決に

おいて、第27条がアイヌ民族の原告の文化的享有

権を保障する規定として直接に適用されたことを

通じて、確認されたといえよう(判決の詳細につ

いては以下第4節及び第 2章第 2節参照)39 40 す

なわち、ほとんどの締約国で規約の自動執行性が

承認されているように、日本国内においても自由

権規約の直接適用可能性は、学説上広く承認され、

国内裁判所の判例においても実際上しばしば適用

されている。また、第27条の規定内容も囲内の裁

判所および行政機関の判断根拠として直接適用可

能な内容及び文言であることも国内判例の示すと

おりである O

しかし、国内の裁判所が自由権規約の直接適用

可能性を認めているにもかかわらず、自由権規約

の規定が援用される事件では国際人権法および規

約規定の内容に踏み込んで、検討することなく、規

約違反の主張を退ける裁判例が多いことは、これ

もまた否定し得ない現実である。事実、囲内判例

が変わりつつあるとはいえ、国際法における規定

の検討にまだ後ろ向きであることは広く知られて

いる 41
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第2節自由権規約委員会の見解を尊重する国際法 が侵害されたか否かとの結論を含む委員会の「見

の法的根拠 解 (view)Jを採択し、関係当事国に送付するとと

一 圏内判例における条約法条約の解釈の分析を もに、年次報告に記載することが規定されている品。

通じて一

2.1規約人権委員会による意見・見解の役割

これまでの議論において、自由権規約の囲内効

力と第27条のアイヌ民族への直接適用を含める自

由権規約の権利規定の直接囲内適用可能性がある

ことが確認できた。しかし、自由権規約を適用す

る際に、囲内機関がどのような解釈・理解に基づ

いて権利内容を保障し、適用すべきなのかという

根本的な問題が残る。 Iworの再生を自由権規約の

第27条に基づいて分析するにあたり、こうした根

本的な問題を検討し、第27条が日本政府に課す義

務の内容を確定することは、特に重要かっ必要と

いえよう。

この点において、規約人権委員会(以下「委員

会J)が、自由権規約の目的を実行し、規約の履行

を監視するために、当事国の意思に基づいて規約

で設置された実施機関であることは注目に値する O

実施機関の役割の一環として、委員会は締約国が

規約40条1項の報告義務に基づいて提出する規約

の囲内実施状況に関する定期報告を検討し、 1992

年(第44会期)以降は検討の終わりに、第40条4

項の権限に基づき、各締約国宛てに規約の実施状

況を評価する国別「最終的意見 (concluding

observations) Jを採択するようになっている 42

また、委員会はこの報告検討の経験を踏まえて、

締約国の報告義務の履行および規約のいっそうの

実施を促進するために規約第40条4項第 2文に規

定されている「一般的意見」を作成し、締約国に

送付する権限を有している 43 さらに、自由権規

約の第一選択議定書の下では、規約の目的及び規

定の実施を図るために、委員会は、批准した締約

国の管轄の下で規約の権利が政府によって侵害さ

れたと主張する個人からの通報を受理し、検討し

ているへそして、受理された個人通報に関する

検討に基づき、自由権規約の規定が保障する権利

委員会は以上の役割を務めるにあたって、必然

的に自由権規約の規定を解釈することになる。さ

らに、委員会が規約規定に定められた法的義務を

解釈する権限は、締約国が留保によって否定する

ことが認められないほど、自由権規約の目的およ

び趣旨の達成において重要とされる46 そのため、

自由権規約の人権保護システムにおいて、常に規

約の規定を解釈している機関として、委員会の見

解は自由権規約の保障内容に関する「権威的解釈」

と見なされている47

委員会の一般的意見・見解は、日本政府の自由

権規約の下における義務を理解・適用するにあた

り有益な検討材料となる。さらに、 Iworのような

具体的囲内事例に対し、自由権規約の権利内容が

与える影響および政府・園内機関が保障すべき義

務を解明するためにも考慮に値するものである48

ただし、委員会の役割が自由権規約の効果的な機

能及び目的達成に不可欠とされるにもかかわらず、

委員会が規約および選択議定書の下で作成する見

解・意見に関しては、一般に日本を含めて、当事

国に対して法的拘束力を有しないものと解されて

いることも注意する必要がある49

したがって、本節および第3節では、 Iwor再生

にあたり、日本の司法・行政・立法府の機関が委

員会の見解・意見を尊重すべき法的根拠が存在す

るか、また、あるとすればその妥当性に関して、

検討して行きたい。

2.2圏内判例における条約法条約の援用

囲内の裁判所は、一般に、委員会の活動を含む

「非拘束的J国際法を遵守することに消極的な姿

勢を示してきた50 一般的意見および「見解」に

言及している囲内判例が存在しないこともないも

ののへほとんどの場合には規約の規定の存在に
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ついて言及するにとどまっている。しかし、一般

的意見を明示的に参照しないながらも、規定の解

釈において、一般的意見等の影響があると見られ

るようなケースも存在する52

園内判例は規約人権委員会の見解を参照する法

的根拠のーっとして、条約法に関するウィーン条

約(以下「条約法条約J)の条約解釈原則(第31条

第33条)をしばしば援用する。 この条約解釈原

則の援用方法は多岐にわたるが、主なものとして、

規約人権委員会の見解が、条約法条約の第31条3

項 (b) に規定されている「条約の適用につき後

に生じた慣行であって、条約の解釈についての当

事国の合意を確立するもの」に相当するとする立

場がある日。一方で、国内裁判所は国際労働機関

(1LO)の監視機関の意見および報告を同様に条

約法条約第31条3項bに基づいて援用すべきとの

主張を退けてきている54

国内裁判所により容認されているもう一つの説

は、自由権規約の規定を解釈するにあたり、規約

人権委員会の一般的意見および個人通報事件にお

ける見解は、条約法条約の第32条において述べら

れる「解釈の補足的手段」とすべきという主張で

あるお。

2.3条約法条約の解釈規定の自由権規約に対する

適用可能性

条約法条約は自由権規約以降に発効されたゆえ

に、解釈原則に関する規定を含めて、自由権規約

に対する遡及的効力がない56 ただし、 「その

〔条約法条約の〕内容がその発効以前からの国際

慣習法を規定しているJ (カッコ内筆者)ことか

ら、既存の慣習法として自由権規約にも適用される

とするため、裁判所は自由権規約の解釈にあたり

条約法条約の解釈原則を援用している九

とと同様に、ヨーロッパ人権裁判所副並びに規約

人権委員会吋こよって是認されている O したがっ

て、この限りにおいては、これまでに蓄積されて

いる日本の裁判所の判例は国際法の理解と合致し

ている。条約法条約全体は、判例が一般的に判例

が認めるように「国際慣習法規・・・を法的に確

認するために法典化されたもの」、すなわち国際

慣習法の法典化条約として理解される60 しかし、

一方で、条約法条約のすべての規定が採択された

時点で国際慣習法であったとも限らない61 ゆえ

に、条約法条約の規定と慣習法の関係については

個別具体的な検討が必要となる O

第31条に関しては、 1969年の時点はともかく、

現在において慣習国際法を反映する規定として認

められ62、作成されて間もなく国際慣習法を表現

する規定として承認されたという証拠がある O た

とえば、採択されてから条約として効力が発生し

た1980年までの11年の問、条約法条約の解釈規定

が、当事国及び国際裁判所・仲裁裁判により、慣

習法として承認または援用されていた事実であ

る63 さらに、第31条に規定される原則は、その

後、国際司法裁判所により国際慣習法を規律する

規定であることが確認されている 64 ヨーロッパ

人権裁判所、米州人権裁判所、その他の国際仲裁

裁判所も、第31条並びに第32条が慣習国際法を反

映する規定として言及している 65 日本の国内裁

判所には、条約の解釈に関する現行慣習国際法と

して、 「確立された国際法規」を「誠実に道守す

ること」が、日本国憲法第98条2項により義務付

けられている。したがって、自由権規約を始めと

する国際条約を解釈するにあたり、条約法条約の

原則を適用することが適切な判断となる。

しかしながら、日本の裁判所及び行政機関が規

約人権委員会の見解及び意見を考慮する義務を課

す法的根拠を探ろうとすると、条約法条約の第31

条約法条約の解釈原則に沿って、自由権規約を 条または第32条に依拠した場合であっても、注意

解釈することは、条約法条約以前に発効されたヨ すべき点がある。それは、第31条に規定されてい

ーロッパ人権条約の規定をそのように解釈するこ る解釈原則が、条約法条約以前から存在していた
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意思主義解釈、丈言主義解釈と目的論的解釈の 3

つの解釈方法の妥協の産物であり、及び慣習の法

典化として、すべての方法を部分的に取り込んで

いるということである 66 したがって、自由権規

約を含めて、条約を解釈する権限を有する裁判所

は、条約法条約の解釈原則を援用または言及しな

がらも、解釈規定が包含している 3つの解釈アプ

ローチのいずれかを選択、強調して解釈すること

ができるのである O すなわち、国内裁判事件の当

事者は、条約法条約に依拠して法廷が委員会の一

般的意見を考慮するよう訴えることはできるもの

の、条約法条約の本来的解釈規定は、自由権規約

の解釈において、規約人権委員会の法理を参照す

べき義務が法廷に課せられていると主張する根拠

にはならない67

逆に、条約法条約の規定がいくつかの解釈方法

から選択する余地を残していることから、この規

定をもって、自由権規約の文言主義的解釈を正当

化することもできる O 例えば第31条1項の文言か

ら「用語の通常の意味に」従って解釈することを

強調しつつ、条約の目的及び趣旨、文脈と委員会

の見解・意見を含めた補足的な解釈手段への言及

を避けることにより、名目上解釈原則に依拠しな

がらも専ら文理解釈を行うことができる。例えば、

福岡地裁は、条約法条約の第31条1項の規定を援

用して、 「用語の通常の意味に従って解釈すれば、

B規約第12条4項の『自国jはやはり『国籍国』

を指すものと解釈するのが自然である」とした品。

すなわち、準備作業で自由権規約第12条4項の

「自国」が「定住国」をも含ませるように確定さ

れた証拠を否定し、条約法条約の第31条4項にお

いて「当事国がこれに特別の意味を与えることを

意図していた」とは認められないとして、 「国籍

国」のみを意味すると解釈したのである69

このように、条約法条約の解釈原則は、行政及

び司法に規約人権委員会の意見・見解を考慮する

法的義務を課すものではない。そのため、条約法

条約を論拠とすれば、委員会の見解を援用するこ

国際人権規約と先住民族

とに好意的な裁判所には、発展的な手がかりとな

る契機を与えるが、委員会の見解を援用すること

に好意的でないほとんどの囲内裁判所に対して、

委員会の意見・見解を無視する余地を与えるので

ある O

第3節 自由権規約委員会の見解の尊重

一日本国憲法を通じての考察一

これまで、規約人権委員会の意見・見解を考慮

すべき法的論拠として、条約法条約の解釈規定に

基づく国際法上の議論を検討してきた。しかし、

自由権規約を解釈する際には、国際法のみならず、

囲内法、とりわけ日本国憲法に基づき規約人権委

員会の意見・見解を考慮する可能性も考えられる O

第l節の検討からもわかるように、国際法および

条約の法的義務は、日本国憲法第98条2項に基づ

き日本の国内法に編入されており、特別の立法手

続きを必要とせずに囲内効力が発生すると理解さ

れている O このことから、この規定が憲法解釈に

基づく規約人権委員会の意見・見解を考慮する議

論の法的根拠となることが想定される。

憲法学の立場から、斉藤正彰氏は、憲法第98条

2項の規定から自由権規約委員会の見解及び意見

を顧慮する義務を抽出している 70 その根拠とし

ては、 98条2項が条約を「誠実に遵守する」とい

う文言をあげる。まず、第98条2項の「道守する」

という用語に関し、従来の憲法学説が条約の国内

効力かつ法律に対する条約の優位等、直ちに文言

から受け取れる以上の意味を許すものとして考え

られていることを指摘する。さらに、 「誠実に」

という文言に関し、同じ用語を使用している憲法

第73条1号の従来の憲法学の理解、及び憲法草案

過程において示された文言の趣旨を考慮すると、

以下の二つのことが言えるという O 第ーには、第

98条2項の「誠実に」は、憲法第73条I号の「誠実

に」と同様に解釈・理解することで、条約を形式

的に道守することにとどまらず、条約の目的を具

体的に達成するために必要な行動をとることを要

請しているように捉えることができる九第二に
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は、 「誠実に遵守する」規定の憲法制定過程にお

いて示された趣旨に鑑み、 「日本国が締結した条

約」の性質に照らして、可能な限り条約に内在す

る要求を顧慮することを意味するi2したがって、

自由権規約のような人権条約が、普遍的な人権及

び自由の尊厳と遵守73を目的としていることから、

当該目的の達成のために、締約国ごとに違った解

釈に基づいて規約の規定を適用するのではなく、

規約人権委員会の規定見解に基づき国内裁判所が

規定を適用するべきということになるヘまた、

規約人権委員会が自らの監視役割を果たす上にお

いて、規約の解釈を示すことが自由権規約にとっ

て不可欠な仕組みであると主張していることも指

摘している75

したがって、日本が自由権規約を締結した以上、

規約が設けている人権保障制度、その目的および

趣旨を「誠実に遵守する」ためには、囲内裁判所

には委員会の意見・見解を可能な限り考慮すべき

ことが、憲法第98条2項により要請されていると

見ることができるというのである76

斉藤氏は、一方で、委員会の意見・見解に法的

拘束力がないことから、それらをどのように活か

すかが締約国の裁量にかかっていることを認める。

しかし、日本の場合には「この『裁量』を憲法が

枠づけていると考える」ことから、第98条2項の

要請に従って「規約人権委員会の意見・見解は、

国内裁判所においても可能な限り顧慮されなけれ

ばならない」と主張する O 同時に、最高裁が上訴

手続きを通じて、下級裁判所が規約委員会の意見

.見解を尊重するよう確保しなければならないと

しているぺしかし、自由権規約の委員会の意見

・見解を顧慮する場合には、その見解に常に服従

することが要求されるのではなく、 「十分な理由

があると考えるときには」囲内裁判所は「異なる

解釈を採用することができる」としている78

この説は、日本国憲法が囲内裁判所・裁判官が

自由権規約人権委員会の見解及び意見を顧E草する
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ょう要請する法的根拠となりうることを、説得力

を持って説明している。ただし、 「国際人権条約

の国内裁判所における実効性確保の問題」および

「日本の国際人権訴訟」における規約人権委員会

の意見・見解の、行政・立法に対する適用可能性

については論じてはいない79

しかし、委員会の意見・見解を可能な限り考慮

する義務が憲法第98条2項に由来し、憲法第99条

より国務大臣、国会議員、その他の公務員全員が

憲法を「尊重し擁護する義務を負ふ」ことを踏ま

えると、当然に行政、立法府、行政機関も同様に、

委員会の意見・見解を可能な限り考慮する義務を

負うこととなろう。要するに、立法府、行政機関

が、自由権規約に定める権利に影響を与える施策

を検討・実施するため、自由権規約の保障内容を

考慮する際には、憲法98条2項の規定から、委員

会の意見・見解を可能な限り顧慮すべきであると

見ることができる O

しかし、司法にせよ、行政にせよ、憲法第98条

2項を根拠に、委員会の第一選択議定書(以下

「議定書J)の規定に由来する「見解Jと、自由権

規約本文の第40条4項に基づいて送付されている

「一般的意見J及び「最終的意見Jを同様に扱っ

ていることについて、疑問の余地もあろう O

これに対し、斉藤氏は、第l選択議定書未批准の

段階で委員会の意見・見解が法的拘束力を有しな

いことを理由に、 「参照」にしか値しないとする

国内判例の見解は、議定書批准後の日本において

も「規約人権委員会の意見・見解が『法的拘束力J

を有することにはならない」以上、適切でないと

する。そのうえで、斉藤氏は日本が議定書を批准

しているかどうかの如何を問わず、日本の囲内判

例に見られる「法的拘束力」か「参照」という二

分論の代わりに、三類型からなる理論枠組みを提

供している。三類型理論とは、国際人権条約の監

視機関の意見・見解の日本国内裁判所に対する法

的権威力を、第一に「事実上の拘束力」が存在す



る場合、第二に、憲法の規定により、規約人権委

員会の意見・見解を国内裁判所が「可能な限り顧

慮されなければならなしリ場合、および第三とし

て日本が締結していない条約およびその条約機関

の意見・見解を「その内容ないし権威に着目して

参照する場合」という 3つの類型に分ける理論の

ことであるへその中で、議定書を批准していな

い日本の場合、一般的意見と見解を同様の「第二

類型jとして位置づけているへすなわち、斉藤

氏の理論は、一般的意見・見解とも同様に先例拘

束性がなくとも「問題は、囲内裁判所における規

約委員会の『解釈Jの採否であり、条約機関の意

見・見解の囲内的効力ではない。 B規約の規定に

ついて、規約人権委員会の意見・見解にもっとも

適合的な解釈を採用するよう国内裁判所が要請さ

れていることを説明できれば足りる 82Jものと主

張している。

確かに、議定書を批准しているか否かは「見解J

の法的拘束力を左右しない。しかし、憲法第98条

2項の「日本が締結した条約・・・・・を誠実に

遵守すること」を、委員会の見解ないし意見の顧

慮を要請する法的根拠とする限りにおいては、斉

藤氏の説、すなわち、 「規約人権委員会の意見・

見解にもっとも適合的な解釈を採用するよう圏内

裁判所が要請されていることを説明でき」るとの

考えは、日本が議定書を批准しているかどうかに

よって影響されるという考えもあろう。なぜなら、

斉藤氏が引用している人権委員会の一般的意見24

においても承認されているように、第一選択議定

書は自由権「規約から独立した(中略)一つの国

際条約83Jであるため、議定書批准の如何が問題

となるのである。したがって、日本がその条約自

体を批准しない限り、第98条2項の「日本が締結

した条約」を根拠に、その条約の下で送付されて

いる「見解」を「誠実に遵守することJを要請す

ることができないと懸念される。さらに、司法が

その「見解」を憲法もしくは自由権規約の解釈基

準に用い、任意の選択議定書を批准しないとした

行政・立法の法律および作為を審査することにも、

国際人権規約と先住民族

三権分立の原則から見て問題があるとも捉えられ

ょう O

このような状況において、斉藤氏の理論は日本

が批准していない選択議定書の委員会の「見解」

を国内機関が可能な限り顧慮する法的根拠とはな

らないとの懸念がありうる O したがって、日本が

批准している自由権規約の規定を根源とする一般

的意見と、日本が批准していない、自由権規約か

ら独立した国際条約である第一選択議定書を根源

とする個人通報の「見解」を同様に扱い、同様の

顧慮及び尊重を要請することに疑問をもっ立場が

あっても当然といえよう O

個人通報の見解に関して、斉藤氏は委員会の見

解と意見を同様に尊重すべきという主張を以下の

ように論証している。先ず、自由権規約が普遍的

な基準の確保を目的としていることおよび委員会

を設置していることを挙げ、その目的達成に必要

なこととして、条約が設置する機関の示す解釈

(一般的意見および議定書の「見解J)が道守すべ

き条約の内容を示しているものとして捉えられる

ことを主張している 84 これは憲法98条2項にも

合致しているO また、議定書の下における「見解」

が規約の第45条の定める年次報告に掲載されるこ

とをも挙げている O しかし、これらの根拠のみか

ら、日本が議定書を批准していないにもかかわら

ず、意見と見解を同様に扱うことは、自由権規約

の下における委員会の最終意見・一般的意見を出

す権限と、個人通報の見解に関する権限を、規約

の目的達成の観点からも別に扱っていることを軽

視していると捉えうる O 自由権規約の下における、

委員会の定期的報告の検討、それによる最終意見、

一般的意見による監視および基準の解明は、規約

の本文に組み入れることにより、すべての締約国

に対する、規約の目的達成に欠かせない機能また

は権限とされる。一方で、、個人通報の検討とそれ

による「見解」の権限と承認は、別途の選択的条

約に組み入れることで、故意に任意的な加入を可

能にしており、その権限が規約の目的達成と機能
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に不可欠でないことを示していると見ることがで

きる泊。

しかし、斉藤氏の議論の主眼は、憲法第98条2項

が裁判所等に条約目的に「不可欠」とされる行動

をとるのみだけではなく、条約に内在する要求を

顧慮し、目的の具体的達成に必要な行動をとる必

要性を主張することにある。それゆえ、議定書の

下で示される見解に関して、斉藤氏が示す理論の

ほかに、規約本文の機能、および目的達成におけ

る役割を探り、選択議定書とその下の委員会見解

が、自由権規約の目的達成、および規約に内在す

る要請に、必要不可欠なものといえるかどうか検

討する必要がある。その結果、自由権規約を批准

したことで、裁判所、行政機関、立法府が議定書

を批准していない状況下においても、委員会の見

解を顧慮、参照にすることが斉藤説の理解に基づ

く憲法98条2項の条文から要請されているとの主

張の正当性を分析することができる O

また、憲法第98条第2項の義務は、司法府のみ

ならず、立法府および行政府にも委員会の意見を

顧慮するよう要請するものである。条約の目的の

ために必要な行動を取ることとして、議定書の批

准を内在的86に要請しているとも見ることができ

なくもない。斉藤氏が指摘するように、議定書を

批准することにより、囲内裁判所、行政機関等が

委員会の見解、解釈に事実上拘束されることで、

規約の目的である普遍的な人権基準の達成を、囲

内において実際に実現することにもなる 87 少な

くとも、日本が議定書の批准固となっていない現

状においては、議定書に基づく個人通報審査の中

で示された見解と、規約自体の関係性を見極める

必要性が生ずる O

規約および議定書の成立過程に関し、第一選択

議定書は自由権規約と同時期に締結され、議定書

の委員会の権限、および内容に関する事項は、従

来は自由権規約自体に盛り込まれることになって

いたという事実がある。ただし、個人が主張する
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規約の権利規定侵害に関する委員会の審査権限に

反対する当事国もあり、個人通報審査権限の承認

が選択議定書に移されることになった88 こうし

た経緯から、議定書の目的は専ら自由権規約の「目

的を達成し及び規約の規定の実施をよりよく達成

する」こととされ、そのために締約国は委員会に

個人通報を受理し、検討する権限を与えている回。

また、規約自体の目的達成における役割および

規約との密接な関係から、議定書の下で採択され

る「見解」は、規約本文の実施、および議定書に

基づく委員会の活動にも重要な役割を占めている O

例えば、規約の締約回全体に宛てて送付される委

員会の一般的意見は、締約固定期報告の審査の経

験を踏まえるのみならず、委員会の個人通報で示

される「見解」にも言及しつつ、そこで得られた

理解にも基づき、規約規定の義務を述べたもので

ある 90 さらに、議定書の見解、および議定書の

見解の中において示される解釈が、規約の下で行

う締約国の定期的報告書の審査と締約国の義務の

理解にも影響を与えていることが伺える 91 議定

書の見解が締約国の報告書に与える影響も、議定

書を批准している締約国に限定されていない92

さらに、規約本文の下で実施される権利内容を

明らかにする報告書の審査、および一般的意見に

おいて委員会が示す見解が、斉藤説の言うように

「遵守すべき条約の内容」と考えるならば、委員

会の規約本文の監視的役割に基づいて示される解

釈が、議定書の見解で示す解釈と表裏一体なもの

であることに鑑みると、日本の裁判所等、囲内救

済機関が、規約委員会が示すあらゆる解釈に適合

するような、自由権規約の規定、権利内容の解釈

を確保するには委員会の指導に服従させることが

必要かっ重要となる O すなわち、行政が議定書を

批准していない現状において、囲内裁判所および

行政機関が自由権規約の義務を適用する際に、議

定書の下で送付される「見解」を、委員会の意見

と同様に、解釈基準として可能な限り顧慮するこ

とが憲法98条2項から要請されるかが問題となる。



第一に、囲内裁判所が「見解」を解釈基準に用

いることにより、行政が批准していない条約及び

承認していない委員会の権限によって、立法府・

行政が拘束されることが挙げられる。裁判所は現

在の自由権規約に関する第98条2項の義務を遵守

することにより、自由権規約の規定に基づいて送

付されている一般的意見を「可能な限り顧慮する」

ことが要請されていることは明らかである O そこ

で、委員会の一般的意見、最終的意見が個人通報

の「見解」の理解にも基づいて規約の義務を述べ

ていることに鑑みると、囲内裁判所が自由権規約

を「誠実に道守することJのみで、既に委員会の

「見解」における解釈・理解を間接的に考慮し、

行政・立法の作為の審査において適用しているこ

とが言える O よって、裁判所が、直接委員会の

「見解」を考慮、言及しなくとも、自由権規約の

誠実な遵守のみから、行政府は既に必然的に「見

解」での解釈に拘束されていることになる。した

がって、囲内裁判所に「見解」を直接考慮させる

ことは行政が既に引き受けている義務以上に新た

なものを課すことにはならない。

また、国内裁判所及び行政機関が一般的意見で

示されている解釈を適用するにあたり、委員会の

解釈を具体的な事件の詳細に正確に適用すること

こそが普遍的な人権及び自由の尊厳と遵守という

規約本文の目的に必要となる O そして、ある規定

の解釈に関する一般的意見の議論、および具体的

適用方法の詳細を理解することは即ち、その法理

をさらに詳しく述べている同規定に関する個人通

報の「見解Jを顧慮することに他ならない。一般

的意見において明示的に引用されている「見解」

に関しではなおさらである。

したがって、規約を解釈する際に、委員会の議

定書下の見解を顧慮することは、行政府、立法府

に新たな義務を課さずして、自由権規約本文と憲

法98条2項の規定から要請されていることと捉え

られる O

国際人権規約と先住民族

第二に、憲法98条 2項に基づく自由権規約を

「誠実に道守する」要請が、議定書の見解を一般

的意見、日本に対する最終意見と同程度に顧慮す

ることを含むか否かという問題がある。

憲法の定める権限および三権分立の原則により、

議定書の批准に関する判断の裁量は行政に委ねら

れているO しかし、行政が議定書を批准しない場

合には、その決定は憲法の尊重が義務付けている、

行政機関の公務員・裁判官に対して98条2項に基

づいて批准されている自由権規約を誠実に道守す

る義務を免除するものとはならない。よって、議

定書が批准されていない場合においても、裁判所

・行政機関に未批准の状況で自由権規約を誠実に

道守するために、議定書の下における委員会の活

動の成果等を、その権限範囲内で適用することを

要請していると言える。すなわち、普遍的な権利

の遵守という規約の目的から、自由権規約自体の

実施にも援用されている、 (通報審査から得られ

た) I見解」を通じた解釈に基づいて権利を尊重

し確保すること、および、国内の救済がこうした

解釈に適合することが要請される O したがって、

以上示したような「見解」と「意見」の同等の扱

いに関する懸念に対しては、結局は、批准されて

いない議定書のドにおける見解をも、裁判官・公

務員の管轄権内で規約の目的達成に必要な行動と

して、可能な限り顧慮することが求められること

から斉藤説の理論が正しいことが立証されるので

ある O 要するに、普遍的な人権基準の確保という

自由権規約の目的に照らせば、自由権規約の誠実

な遵守という憲法98条2項の義務から、議定書の

下での「見解」を、自由権規約の目的達成の重要

性に鑑み、可能な限り考慮することが法的に要請

されているのである O

第4節 圏内におけるアイヌ民族の第27条および

文化的享有権の実施状況

日本政府は1991年提出、 1993年に自由権規約に

よって審査された第3回政府定期報告以来、日本領

土において独自の文化、言語及び信仰を有するア
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イヌ民族が自由権規約の第27条にいう少数民族と

して、当該規定の保護を受けることを認めているへ

また、札幌地裁はいわゆる二風谷ダム判決におい

て規約第27条の規定を直接適用することが可能と

黙示的に承認した上で94、アイヌ原告の国内事件

に適用することで、第27条が国内においてもアイ

ヌ民族に直接及ぶ保障と確認した95 しかし当該

二風谷ダム判決は国内の判例96、憲法学の通説的

見解である憲法優位説をとっていることから、ア

イヌ民族の第27条の権利が「憲法十二条、十三条

の公共の福祉による制限を受ける」としているへ

これに対し、規約人権委員会は、憲法の公共の福

祉による制限が特定の事件において規約の権利に

適用される際に、自由権規約の義務と適合するよ

うに適用されるかどうかが明確ではないと懸念お

よび批判を表明している 98 自由権規約自体も非

常事態における例外回およびその規定自体に内在

する制限を認める場合がある O しかし、それ以外

に、規約が定める制限の範囲を超えて、規約の権

利、自由を制限する権限を締約国に付するものと

して規約を解釈しではならないことを明文化して

いる則。よって、日本が囲内法をもって、自由権

規約の権利保障を制限することは自由権規約の締

約固として、国際法上の義務と両立しないと思わ

れる山。さらに、憲法学説のなかでも、条約を一

律に扱い、特に人権を保障する条約、多国間条約

を当然に憲法優位説の枠で考える必要はないとす

る見解もある 102 国内法をみても人権尊重を精神

とする自由権規約等の個人の権利を保障する規定

を憲法の制限に服従させるまで憲法優位説を維持

する必要が必ずしもないといってよい 103 したが

って、第27条を含めて、自由権規約の個人の権利

保障規定に憲法の制限を加えないことが適切とな

るO

以上から、司法および行政がアイヌ民族に対し

第27条の権利保障の適用を承認していることがわ

かる。

それに加えて、立法府も立法行為によって、ア

134 

イヌ民族が政府の援助を受けて保護されるに値す

る独自の文化を有していることを認めた。このア

イヌ文化振興法(第 2章第 1節、 2節参!照)は直

接自由権規約の第27条の権利保障に由来するもの

ではない 104 しかし、同振興法は、囲内法でアイ

ヌ民族の文化振興に関する施策を枠付ける立法と

して、 Iworの再生を検討するにあたり、いくつか

注意すべき要素を含んでいる O

1.アイヌ文化の定義(詳細は次節)。

2. アイヌ文化振興法第4条。国、地方公共団

体に「アイヌ文化の振興等を図るための施

策を実施するに当たっては、アイヌの人々

の自発的意志及び民族としての誇りを尊重

するよう配慮することJとしていること。

3. 国会の意思表明として、アイヌ文化振興法

に付された附帯決議(全会一致により採

択)0
105
アイヌ民族の「先住性」を歴史的事

実と認めながら、 「この事実を含めJアイ

ヌ民族の知識を普及し啓発することを推進

すべきとしていること。

付帯決議は法的拘束力を有しないものの、少な

くとも、間違いなく国会の決議として行政府の政

策に対して事実上拘束力を発揮するため、アイヌ

に関わる施策を実現するにあたり、行政府が決議

を尊重する必要があるとされる 106 Iworもそのア

イヌの知識および普及の啓発に関わる施策として、

それを実現するにあたり、またIwor再生に関する

第27条の権利内容を考慮する際にも、行政府は立

法府の付帯決議を尊重し、その決議で政府がアイ

ヌ民族の先住性を承認されていることを考慮・尊

重することが予想される O 同様に、付帯決議がア

イヌ文化振興等の施策の推進に当たって、 「アイ

ヌの自主性を尊重し、その意向が十分に反映され

るように努めること」を宣言していることも尊重

されるべきであろう。

規約人権委員会も自由権規約第27条の保障がア

イヌ民族に及ぶことを認識し、少数民族のみなら



ず、少数先住民族として、日本政府にアイヌ民族

に対し第27条の権利を保障するよう要求してい

る問。その他の国連人権機関、先住民族に関する

特別報告者等もアイヌ民族が先住民族であること

を承認している 108 したがって、第27条が日本政

府にアイヌ民族の言語的、文化的、宗教的権利を

保障する法的義務を課すことは、囲内の政府機関

及び国連の人権機関が承認している否定できない

事実といえる O また、自由権規約の囲内効力、自

動執行力および第27条の直接適用可能性が広く確

認されているゆえに、第27条の保障がIworを含め

て国内のアイヌ民族に関わる施策に関し、直接適

用されることが予想される O

第2章 Iwor再生とアイヌ民族の自由権規約第27

条の下での権利

第 1節 アイヌ民族の歴史的背景とIworの圏内に

おける展開

1.1アイヌ民族の歴史的背景と土地剥奪

アイヌ民族への本格的な土地奪取は、明治 2年

7月8日、蝦夷地における開拓使の設立で始まっ

た。 1869年8月15日にアイヌ民族の土地が日本の

領土の一部として完全に併合された。 1872年に

「北海道土地売貸規則」と「地所規則」が公布さ

れ、後者の第七条に「山林川沢、従来土人等漁猟

伐木仕来シ土地ト難、更ニ区分相立、持主或は村

請ニ改テ、是又地券ヲi度」すと規定していること

から、開拓使が先住民族であるアイヌが利用した

土地に対する彼らの「所有Jの権利を承認してい

ないことは明らかである 109 1886年(明治19年)

には「北海道土地払下規則」が発布され、開拓使

が本州、|からの資本家や地主にアイヌモシリ(アイ

ヌ民族の大地、現在の北海道)の土地の払い下げ

が実施された110 さらに、 1897年の「北海道固有

未開地処分法」の下、開墾・植樹・牧畜に供する

土地は、 10カ年間以内に「全部成功Jさせたるこ

とを条件に、無償で付与する政策により、アイヌ

民族の同意なしに彼らが伝統的な領域および狩猟

国際人権規約と先住民族

-漁業・採集を営んだ土地が、 『和人j (非アイ

ヌの日本人)に分割されたlヘ

また、移住民の急激な増加に伴い、アイヌモシ

リの天然資源が枯渇した為、開拓使は鹿狩を規制

し、河川での鮭鱒を捕獲することを禁止し112、鮭

を主食としたアイヌ民族の餓死の原因ともなっ

た113 毒矢を使う狩猟方法、樹木の表皮の採取お

よび樹木の伐採等、アイヌ民族の土地に係わる伝

統的な生活と生存活動も禁止されるようになっ

た114 このようにして、アイヌ民族は土地の剥奪

ばかりでなく、伝統的領域の資源の利用、つまり、

土地による自給自足の伝統的生活を送ることまで

否定されるようになった。

1.2. イオル (Iwor) という概念とその圏内議

論における展開

上述のアイヌ民族の土地剥奪とそれに伴う伝統

的生業・生活基盤の損失はさらなる貧困と差別に

直結した。 1980・90年代においても、依然として

貧困と教育と差別の問題が解決されないまま放置

され、アイヌ民族の所得、高校・大学進学率は未

だに全国平均よりも低い。アイヌが居住する市町

村においてはさらに低く、アイヌ民族の生活保護

の受給率はそれら市町村の平均の約 2倍に達して

いる115

依然として続く社会経済的な格差の問題、およ

び同化主義に基づいた旧土人保護法の継続施行な

どに関する取り組みとして、アイヌ民族のアイヌ

新法の制定を訴える運動が展開された116 1984年

に北海道ウタリ協会の総会は、アイヌ民族の先住

性を重視した上で作成された「アイヌ民族に関す

る法律(案)Jを採択し、政府に当該法案の検討、

および制定を要請しているI九その後、 10年をか

けて北海道および118国のレベルでの検討が行われ

たが、 1994年に審議の結論が出ずに日本の政権交

替が起こった。その後、村山内閣(当時)の五十

嵐広三官房長官の諮問機関として設置された「ウ

タリ対策のあり方に関する有識者懇談会」が1995
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年の 3月30日からの一年間を費やして、アイヌ新

法などに関する議論を検討した。答申として1996

年4月1日に提出された有識者懇談会の報告書に

おいて、アイヌ民族に関する新しい施策の展開の

柱として次の四点が提案されている O

1.アイヌに関する総合的かつ実践的な研究の推

進

2. アイヌ語をも含むアイヌ文化の振興

3.伝統的生活空間の再生

4. (アイヌ民族に対する)理解の促進

その結果、 1997年にいわゆるアイヌ文化振興法119

が制定され、その実施機関として財団法人アイヌ

文化振興研究推進機構が設立された問。 1997年か

ら現在に至るまで、上述の 4つの柱のうち、他の

3つに関しては「政策がある程度は動いているJ12ロ2

一方、伝統的生活空間の再生、つまりIworは、い

まだに実行に移されていない。

しかし、有識者懇談会が報告を提出してからの

8年間、地方自治体山、道および国レベルでIwor

の再生が検討・議論されている o Iwor再生をはじ

めて検討した会議として、北海道庁主催の1997年

の「伝統的生活空間整備構想検討委員会」がある。

また、 1998年に伝統的生活空間基本構想検討委員

会(以下 ilwor基本構想委員会J)が設けられ、

翌年に委員会のIwor再生に関する検討結果として

「伝統的生活空間の再生に関する基本構想J (以

下 IIwor基本構想J) という題名の報告書が作成

・提出され、早期にこれを確立し実施するよう要

望がなされている 123 これに続き、国は、 2000年

に、アイヌ文化振興法の制定以来のアイヌ文化に

関する政策の充実に向けた取り組みを検討する場

として、 「アイヌ文化振興等施策推進会議」を設

置した山。北海道は国の会議に参加しつつ、同年

に設置したアイヌ文化振興等施策推進北海道会議

(以下「北海道会議J)において ilwor基本構想」

の実現に向けての検討を行っているlへこの成果

として、 2002年4月に「伝統的生活空間(イオル)
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再生構想の具体化に向けて」が北海道会議の報告

として取りまとめられている。また、国土交通省

および文化庁の予算から、アイヌ文化の伝承活動

に必要な自然素材の分布状況等を調査する調査費

が計上され126、2004年の 3月に財団法人アイヌ文

化振興・研究推進機構によって白老町における調

査の報告書が作成されている 127 2004年の調査に

おいては、北海道会議の報告で「サブ・イオル」

(中核Iworに対する地域Iwor)の再生の場として

提案されているその他の 6つの地域の調査が実施

されたl泊。この 2回目の調査は、 2004年にIworの

再生を推進する目的で国の検討委員会として設置

された、イオル再生等アイヌ文化伝承方策検討委員

会の指導のもと行われることになっている。 2004

年8月に第一回の議論が行われた検討委員会は、

2人アイヌの伝承者mと2人北海道会議の元委員

を含む5人から構成され、 2005年にIworを再生す

る基本方針を示すために、報告書を固に提出する

こととなっている O 国側は、国土交通省および文

部科学省(実際には前者の北海道局と後者の文化

庁)が検討委員会の関係担当当局となっている。

しかしながら本稿で'Iworに関する分析を行う前

提として、この 8年もの問、検討委員会等でIwor

がどのように理解され、議論されてきたのかを検

討する必要がある O 固によって設置された機関と

してIworについてはじめて言及した有識者懇談会

の報告は、 Iworを、アイヌ民族に関する新しい施

策の一環として、 「過去の保障または賠償という

観点から行うのではなく、 ・・・ (中略)

少数者の尊厳を尊重し差別のない多様で豊かな文

化を持つ活力ある社会を目指すもの」として捉え

ている 130 また、この報告書は、歴史的に見ても、

また学術的に見ても「アイヌの人々は当時の『和

人Jとの関係において日本列島北部周辺、とりわ

け我が国固有の領土である北海道に先住していた

ことは否定できないJI31ことを承認しており、国連

等における先住民族に関する議論の動向、とりわ

け「先住民族の権利に関する国連宣言案」に言及

しつつ、その内容に関する対立および議論に決着



がついていないことを述べている O 報告書は、

「今後もこの議論を見守っていく必要はあると考

えられるが、我が固におけるアイヌの人々に係る

新たな施策の展開については、我が国の事情にあ

った判断をしていく必要がある」と結論付けてい

る印。また、 (懇談会開催当時の)日本の事情に

照らして、 「分離・独立など政治的地位の決定に

関わる自決権や、北海道の土地、資源等の返還、

保障等に関わる自決権という問題を、わが国にお

けるアイヌの人々に係る新たな施策の展開の基礎

に置く事はできない」という立場を示しながらも、

Iworを提案している 133 すなわち、和人より北海

道を先住していた民族という意味でアイヌ民族を

「先住民」として認めながらも、アイヌ民族に対

して明白に「先住民族Jという名称を使わず、ま

たその名称を使用することに伴って発生する「先

住民族の権利」を少なくとも1996年の段階でアイ

ヌ民族に付与することを拒否している。

以上の有識者懇談会報告、さらに「アイヌ丈化

振興法」の法案採決過程における議会討論と政府

回答に鑑みれば、政府がアイヌ文化振興法案を

「あくまでも少数民族の文化振興等を目的とする

ものと位置づけていた山」こと、及び、こうした

法的位置づけに関する政府の解釈を繰り返し強く

主張してきていることがわかる 135 有識者懇談会

報告の施策の一環としての、 Iworの構想および再

生も、同様の基本的理念に基づき、 「アイヌ文化

を総合的に伝承するために」、 「伝統工芸の材料の

確保等が一定のルールの下に自由に行える」環境

を整えるといった、主に文化的活動を助長する場

として想定されているに過ぎない出。

さらにIworはアイヌ民族のみを対象に設けた特

別な施策としては捉えられていないことも注視す

る必要がある。国民のアイヌ民族および文化に対

する理解を促進するということが、アイヌ民族の

新たな施策の一つの柱も含まれることにより、日

本社会全体の利益につながるものと理解された上

で、様々な計画が示されている問。よって、 Iwor

国際人権規約と先住民族

の中に、一般国民が「アイヌの人々の知恵を生か

した体験や交流」ができる場の設置が提言されて

いる 138

このようにして、 Iworの議論を、過去の損害に

対する補償的政策、または先住民族の権利を認め

る目的で規定されている法的措置と混同しないこ

とが重要となる O 日本政府がアイヌ民族に先住民

族の権利が認められるか否かという問題が依然残

ってはいるが、本章では、先住民族の権利如何と

は別に、このIwor再生を、自由権規約を通じて考

察することにしたい。 Iworの再生が「少数民族」

の文化を振興する措置の一環として進められてい

ることに鑑みると、 Iworを法的に検討するには、

少数民族の文化享有権を保障している自由権規約

第27条に基づく義務の観点からアプローチする方

法が考えられよう。したがって、次節以降におい

ては、自由権規約の第27条における(少数先住民

族を含む)少数民族の文化的・言語的・宗教的権

利の保障義務を明らかにしていくとともに、締約

国である日本がIworを再生する過程において、そ

の第27条の義務を果たしているのか、検討してい

きたい。

第2節第27条の下での文化享有権

ーアイヌ民族の文化

規約人権委員会は第27条の下で保障されている

少数先住民族の文化的権利の享有、行使に関して

次のように述べている。

委員会は、文化というものは様々な形、特に

土地の資源の利用と結び付いた独特の生活

様式といった形態で、それ自身を表現する

と考える。 この権利には、漁業又は狩猟な

どの伝統的な活動を行う権利(中略)も含

まれる。かかる権利の享有は積極的な法的

保護措置を必要とするm

以上のことから、少数民族の第27条の文化を享

有する権利を確保するにあたり、問題となってい
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る少数民族の文化の本質と、文化が現れる形態を

考慮する必要性があることが明らかである。アイ

ヌ民族の文化に関する文献および理解はもちろん

多様で豊富であり、また生きている文化として、

その内容も固定的ではなく、流動的なものである

ことは言うまでもない。しかし、日本政府が負う

第27条に基づく法的義務の検討に当たっては、ア

イヌ文化に関する囲内の法的または準法的文章を

取り上げ、当該文書が挙げるアイヌ文化の特徴に

着目する必要がある O

そこで、以下では、第一に法律の分野において

アイヌ文化に関する公式文書および記述が存在す

ること、第二に、既に圏内の立法、政府が設置し

た機関、または裁判所の判決で認められているア

イヌ文化の要素に関し、政府が尊重、承認する責

務を負い、 Iwor再生に影響を与えること、最後に、

規約人権委員会の第27条に関する個人通報におい

て、問題となっている少数民族の文化の要素を検

討する際には、その民族が主張する文化的要素意

外に、政府が承認しているもの(争いのない文化

的要素)及び客観的な証拠および事実背景として、

その文化についての囲内法的文書と判決等を参考

にしている 140ことに照らしつつ、規約委員会の検

討方法にならって、既存のアイヌ文化に関する国

内の法的文書を取り上げ、そこに記録されている

アイヌ文化の要素等に基づいて、日本政府のIwor

再生に伴う第27条の義務を考察することにしたい。

2.1有識者懇談会における定義

アイヌ民族の新たな施策に関する検討および提

案を行うために、固によって設置され、答申する

ことを委任されたウタリ対策のあり方に関する有

識者懇談会(以上、第 1節参照)の報告書は、さ

まざまな専門家、関係者の意見・研究の蓄積をも

とに、アイヌが住む市町村を訪問し、議論した上

で採択されたものである O この報告書においては、

アイヌ文化を以下のように定義している。

アイヌの人々は、川筋等の生活領域で、狩
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猟・採集・漁携を中心とした生業を営む中

で独特の文化を育んで、きた。アイヌ文化は

自然とのかかわりが深い文化であり、現代

に生きるアイヌの人々も自然との共生を自

らのアイデンテイテイの重要な要素として

位置づけている。

近世のアイヌ文化の大きな特色としては、

狩猟・採集・漁労という伝統的生業、川筋

等を生活領域とする地縁集団の形成のほか、

(中略)などが主要な要素として挙げられ

る。

アイヌ文化は歴史的遺産として貴重である

にとどまらず、これを現代に生かし、発展

させることは、わが国の文化の多様さ、豊

かさの証しとなるものであり、特に自然と

の関わりの中で育まれた豊かな知恵は、広

く世界の人々が共有すべき財産であると思

われる。141

2.2二風谷ダム判決における文化享有権

札幌地裁の二風谷ダム判決においては、日本の

統治及び支配の下、アイヌ民族に対する同化を含

む諸政策がもたらした社会的・経済的打撃と差別

的歴史背景に言及し、ωアイヌ文化を享有する権利

が自由権規約第27条並びに日本国憲法第13条にお

いて保障されていることを認めた143 判決ではア

イヌ民族の文化、特に原告の沙流川アイヌの文化

について次のように述べている

アイヌ民族は、主に川筋を生活領域とし、

(中略)、狩猟、採集、漁携を中心とした生

活を営み、アイヌ語と呼ばれる独自の言語

を用いるものの、文字を持たず、その文化

を口承伝承し、獣や魚などの自然物との関

係を重視し、これら自然の恵みを人間に与

える神々と共生するという自然崇拝の価値

観を持っていたこと、アイヌ民族はイオル

と呼ぶ空間領域を一つの単位として生活を



営んできた。(中略)。神話的な伝説を持つ

山や川などを含むイオルは、単に歴史的遺

産に止まらず、 民族的な丈化を現代に持続

させるための手段となる極めて重要なもの

である

二風谷地域を含む沙流川の周辺にはサル

ンクルというアイヌ民族の中で有力なグル

ープが生活していたと言われ、このサルン

クルの伝説等から、二風谷地域を含む沙流

川流域がアイヌ民族の聖地と呼ばれること

がある O 二風谷地域に住むアイヌの人々に

とって、同地域は一つのイオルであり、自

己の文化のアイデンテイティを確認できる

地域である O

(中略)、鮭は、アイヌの人々が主食を意味

するシエベと呼び、アイヌ民族にとって重

要な食料であって、その採取方法、調理方

法、食事の儀式等鮭に関する独特の食文化

を数多く有している。また、鮭の皮を用い

て衣服や靴を作る等、食物以外においても

鮭は生活の重要な素材である、アイヌ文化

の象徴ともいえる魚である。 14

札幌地裁は、さらに周辺のアイヌ民族の文化に

重要なチプサンケ(新造舟の舟おろしの儀式)、ア

イヌ民族が祭る聖地、祈祷をする場となっている

チノミシリの三箇所、及びアイヌ民族のチャシの

遺跡に言及し、ダム事業がこれらの文化的遺産に

悪影響をもたらすとした凶。さらに、国が事業計

画の達成で得られる利益と失う利益を比較衡量す

るに、事業がアイヌ文化に与える影響を十分に調

査、研究せずにダム建設の事業認定をしたことは、

違法な裁量権の逸脱であり、その違法性が収用裁

決にも承継しているとの判決を下した凶。

国際人権規約と先住民族

る(中略)アイヌ文化の振興(中略)を図るため

の施策を推進することにより、アイヌの人々の民

族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あ

わせて我が国の多様な文化の発展に寄与すること

を目的とする 148Jと定めている。したがって、法

律の実施状況、方法及び範囲に関する影響に鑑み、

法律が定めるアイヌ文化の定義並びに解釈は重要

な意義を有するといえよう O 振興法第 2条におい

てはアイヌ文化が次のように定義されている。

この法律において、 「アイヌ文化Jとは、

アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されて

きた音楽、舞踊、工芸その他の文化的所産

及びこれらから発展した文化的所産をいう。

むろん、アイヌ文化の内容または本質は日本の

囲内法体系での承認によって決定されるものでは

ない。しかし、アイヌ文化振興法において述べら

れているアイヌ文化の特色は、既に国内法体系の

「主体(アクター)Jが承認したアイヌ文化の特徴

であるために、国内法で第27条の法的義務を決定

・検討・実施する上で、確実にアイヌ文化の一環

をなすものとして、日本政府とアイヌ民族が合意

できる見解が一致する最低限度の基盤を構成する

ものとなる。

第3節 第27条の下での義務ー積極的義務

もしくは消極的義務?

以上のようにアイヌ文化の享有権を保障してい

る第27条が、締約国に対して少数民族の文化を積

極的に保護・保障する義務を課しているかどうか

については論争がある。従来は、第27条の文言に

おいて当該権利を「否定されない」ことしか義務

付けていないゆえ、自己の言語を自由に話し、宗

教を信仰・実践し、文化を享有することを禁止し、

または干渉・妨害しないかぎり、締約国は当該少

数民族の権利保障を履行していると解される傾向

2.3アイヌ文化振興法(第2条)での定義 が強かった 149 その意味では第27条の条文は「権

1997年に制定されたアイヌ文化振興法(以下 利を有する」という、より積極的な用語を使用し

「振興法J)川は「アイヌの人々の誇りの源泉であ ている第24条や第18条 1項の表現と対照的に比較
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された。自由権規約の制定過程での意見、国家代

表の発言、草案の提案、採択または否決などを記

録している準備作業の第27条に関する記述も消極

的義務説の見解を支持しているといえよう則。準

備作業の文書からは、少数民族の権利行使を支援

する義務として定めた積極的な条文の提案が、自

由放任主義な方式を好む国家によって否決された

こと治宝わカミる 151

ただし、仮に消極的義務説に立ったとしても、

規約人権委員会が指摘するように、 「第27条には

否定表現が用いられているが、同条項はそれにも

拘らず「権利」の存在を認め、かかる権利が否定

されないことを要求している」。従って、 「締約国

はかかる権利の存在及び行使が否定され又は侵害

されることのないよう保護されることを確保する

義務を負う 152Jゆえに、国家が文化を享有する権

利を否定しではならないことは明らかである。ま

た、解釈原則に従えば、ソーンペリー氏が指摘す

るように、思想・良心及び宗教の自由と平等・無

差別原則を別途の規定で保障している自由権規約

において、独立した規定として意味を持つために

は「また、第27条に単に消極的 (passive)な意義

以上に読み取る必要国」が生ずる O 国連人権委員

会が一般的に差別を禁止する第26条および第2条

1項の規定があるにもかかわらず、少数民族の他

の国民との実質的な平等を確保するために「少数

民族に区別された待遇 (differentialtreatment) J 

を与えることができることを根拠に、第27条を規

約に導入した理由もこの見解を支持している 154

規約人権委員会は、第27条の保障を単に「少数

民族を放って置く」消極的義務のみならず、一定

の積極的措置を取る義務を含まれる規定として捉

えている日。この解釈は、規約人権委員会の第27

条に関する一般的意見23には、幾度も積極的な義

務を述べている箇所があるO 具体的には、 「積極

的な保護措置J156や、 「積極的な法的保護措置」、

あるいは「少数民族の(中略)アイデンティティ

及び権利を保護する上で締約固による積極的措

140 

置J157が必要であるといった記述がみられる。特

に、土地の資源と係わる少数先住民族の文化的権

利に関して、規約人権委員会は具体的に締約国に、

当該文化的権利の享有を締約国が「積極的な法的

保護措置」および、 「マイノリテイの構成員が自

己に影響する意思決定に効果的に参加することを

確保する措置」を通じて保障することという、一

つの義務があることを指摘している問。

また、規約人権委員会は、自由権規約第40条で

課されている締約国の定期報告を検討する際に行

う、国家の代表団との対話においても、第27条の

権利を確保するための措置について尋ねる場合に、

「とられた積極的な行動」ゃ「積極的に促進する

こと」、 「具体的措置」および「彼らの文化を助成

し、保存する(中略)措置」といった積極的義務

を求める表現を使っている 159

さらに、消極的義務説は第2条I項に定めている

自由権規約の一般的実施義務が第27条を含めて、

締約国に「この規約において認められる権利を尊

重し及び確保すること」を義務付けていることを

軽視していると批判される 160 特に「確保」とい

う用語は締約国に積極的な保護措置を講じる要請

を示唆し、規約人権委員会も定期報告の検討で、

第27条の義務に言及する際に当該「尊重J及び
「確保」する義務によく言及している 161

第27条を消極的な義務としかとらないことも、

第26条の法の前の平等を確保する義務と第27条の

義務との相互関係を無視することになると思われ

るO 国連の事務総長は両規定の関係を、前者が個

人の平等に扱われる権利を否定または制限する行

為を防止することを求めるのに対し、後者は積極

的な措置を要する義務と解している 162

近年、規約人権委員会の見解に錐みて、第27条

は積極的な保護措置をとる義務も含まれるとする

学者が多いゆえに、現在消極的義務説よりも積極

的義務説が有力な地位を占めているといえよう 1印。



特に、元規約人権委員会の委員を含む多くの研究

者は、少数先住民族の土地に係わる文化的権利に

関して、その文化と密接に結びついている経済活

動を維持するゆえで必要な土地を割り当てること、

資源へのアクセスを提供すること、土地が剥奪さ

れた先住民族に土地を返還すること、といった積

極的な措置をとらないことが、第27条に違反する

可能性があるとしている 164

第4節 土地に係わるアイヌ民族の第27条の権利

日本のIwor再生においては、規約人権委員会の

見解を可能な限り顧慮する必要があるが、委員会

の見解では、少数民族の権利行使に一定の規制を

加えることは直ちに第27条に違反するとは限らな

いことが明らかにされた問。規約人権委員会は法

の支配、自然保全、衝突する利益への配慮といっ

た配慮のために多少の規制を設けることのみなら

ず、 「発展を助長する、または企業の経済的活動

を認可する」国家の行為が「少数民族の構成員の

生活様式に一定の限られた影響を与える」ことか

ら、 「必ずしも第27条の権利の否定に至るとは限

らない」ことをも認めている刷。

一方、国際法における先住民族の権利はさてお

き、それでは日本国内においてIworの再生過程の

中で問題となる、土地資源を必要とする文化的活

動に関しては、どのような問題が生ずるのであろ

うか。アイヌ民族の第27条の権利享有は日本国内

外において認められ、国会・アイヌ問題の諮問機

関がアイヌ民族の先住性を「歴史的事実」として

認めているが、それを「先住民族の権利」へと結

びっくことが否定されている。この、国内事情に

鑑みて、アイヌ民族の土地・資源に関する権利を

積極的な保護措置をもって確保することを実現す

るには、上述の少数先住民族に関する第27条の文

化的権利を保障する議論が最も容易に主張でき、

受け入れられる議論とも考えられる O

国際人権規約と先住民族

と密接に結びついている文化的要素を抽出してみ

ると、まずは有識者懇談会の報告及び札幌地裁が

認める狩猟、採集、漁携といった事項が挙げられ

るO こうした行為の実現が第27条により保障され、

その享有が締約国の積極的な法的保護措置を必要

としていることは規約人権委員会の第27条に関す

る一般的意見において明記されている 167 しかし、

土地の資源へのアクセスを必要とするアイヌ民族

の文化活動は狩猟、採集、漁携のみではない。ア

イヌ文化振興法の「アイヌ文化」の定義に盛り込

まれている「音楽、舞踊、工芸その他の文化的所

産」の文化的権利の行使、享有も、自然の素材お

よびその自然を支える土地へのアクセスの確保を

必要とするl曲。例えばアットゥシと呼ばれるアイ

ヌの伝統衣服、あるいは、 トンコリやムックリと

いった伝統的楽器を製作するにしても土地へのア

クセスは不可欠なものとなる。

さらに、二風谷地域を含む沙流川流域はサルン

クル・アイヌの伝説等において「アイヌ民族の聖

地と呼ばれ」、その空間が一つのIworとして周辺

に住むアイヌにとっての「自己の文化のアイデン

テイティを確認できる地域」とされ、これは二風

谷ダム判決で承認されている O よって、周辺のア

イヌ文化の持続と、精神文化、即ち、第27条にい

う自己の宗教を信仰しかっ実践する側面が、沙流

川流域の土地、空間と密接に結びついていること

が法的手続きをもって確認されたといえる。した

がって、沙流川流域は、聖地または「民族的な文

化を現代に持続させるための手段となる極めて重

要な附」地域であるために、地域アイヌの文化的

承継および祈祷、儀式等の精神文化活動が「否定」

されないためには、当該土地へのアクセス、およ

びその土地で行われる開発の第27条の権利享有へ

の配慮が、第27条により保障されるべきといえよ
ち 170
ノ O

札幌地裁および有識者懇談会でアイヌ文化の要

第2節で見たような公的な文書に見られるアイ 素として認められた採集の権利には、第27条の下

ヌ文化に関する記述をもとに、アイヌ民族の土地 でアイヌ伝統的料理およびアイヌ文化で使用され
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ている薬用の植物、アットゥシを作るためのオヒ

ョウの樹皮のための皮剥ぎ等、文化の享有に重要

な材料の採集が含まれると考えられる。

アイヌが鮭を主食としたことから「採取方法、

調理方法、食事の儀式等鮭に関する独特の食文化

を数多く有」し、鮭を「アイヌ文化の象徴ともい

えるJ171程度に、重要かっアイヌ文化に密着した要

素となっていることを見ても、アイヌ民族の鮭、鱒

の漁業権が第27条にいう文化的権利として保障さ

れることは明らかであり、これは札幌地裁判決に

おいても認められている。

しかし、アイヌ民族の鮭鱒捕獲は食糧目的のみ

で行われたものではない。アイヌ民族が和人と接

触し始めた当初から「魚類や獣類と和人の物を物

々交換jは行われており、このことは三風谷ダム

判決において承認されている 172 松前藩が幕府の

認可のもとで蝦夷の交易を支配した幕末時代およ

び開拓使の統治下においても、河川の漁業が規制

されるまで、アイヌ民族が交易を目的に漁業を行

い、交易の場となった「商い場」において和人と

鮭、獣類を米等と交換したことも数多くの書籍で

記録されている問。したがって、和人接触当初と

それ以降、漁業が禁止されるまで、アイヌ文化で

は食料の確保や生存を目的とした漁業と交易、物

々交換を目的とした漁業を区別しなかったことが

明らかである。

規約人権委員会は、少数民族文化に経済的側面

を有する活動が含まれているこのような場合に、

文化的経済的活動も第27条により保護されること

があると認めている日。しかし、 「経済的活動の

統制は本来国家の専権事項目」とされることから、

経済的活動が第27条の下において文化の一環とし

て保障されるには、その活動が民族的共同体の文

化の「本質的な要素J (essential element)でな
ければならないとされる 176

自由権規約の選択議定書の下で委員会に通報さ
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れたマフイカ事件では、この基準に照らし、商業

的漁業がマオリ文化の本質的要素をなす活動とし

て、第27条により保障されることが認められた事

例である問。ただし、第27条の下で保障されてい

るアイヌ民族の漁業権が商業的目的の場合を含め

るか否かを検討するにあたり、アイヌ民族と規約

人権委員会が検討する個人通報との聞に、委員会

が検討した個人通報においては大きな相違点があ

るO すなわち、通報した先住民族グループが所在

する国家は自由権規約の締約国になる以前から先

住民族の伝統的経済活動を放任している、もしく

は一定の法的保護、認定を与えているため、入植

者と接触する当初から委員会に通報を提出するま

で、問題となっている活動を継続して行っていた

という点である O たとえばマフイカ事件のマオリ

民族の場合においてはそうである O これに加えて、

委員会が検討した個人通報において、問題となっ

ていた商業的側面を含む伝統的活動が、その先住

民族の文化の「本質的な要素」であることは、先

住民族が所在する締約国により承認された争いの

ない事実、もしくは立証することが相対的に容易

なものであったことも指摘すべきである問。

一方、アイヌ民族の場合は、日本政府が自由権

規約批准以前からアイヌ民族の伝統的漁業権を認

めずに河川での漁業を一律に禁止したことから、

日本が自由権規約および第27条の義務に拘束され

た1979年の時点において、商業的漁業権がアイヌ

民族コミュニティの文化の「本質的要素」であっ

たことを解明、立証することが困難である。

狩猟に関しては、以上の二風谷ダム判決の記述

から、狩猟は生存、私用目的と交易目的の両方が

アイヌ文化の要素であったことがわかる 179 アイ

ヌ文化が本来食糧目的の漁業、狩猟と交易目的の

漁業、狩猟に区別をつけていないことから、 Iwor

の再生においてアイヌ文化の要素として保護され

る漁業、狩猟の権利は伝統的儀式、食糧以外の目

的で行う場合を含めて「否定されない」ことを保

障されるべきといえる O なぜなら、保護される漁



業権は従来のアイヌ文化と同様に、売買のための

漁業を排除しない形で保障されることが適切と思

われるからである。ただし、本格的な「経済活動」

としての大規模な商業目的漁業および狩猟が、第

27条の下でアイヌ民族の文化の享有として保護さ

れるには、その経済活動がいまだにアイヌ民族の

コミュニテイの文化の「本質的な要素」と立証す

ることが必要である。経済活動が文化の本質的な

要素として承認される場合には、第27条の下にお

いて「否定されないjことを確保する必要のある

文化的要素として、当該経済的活動の維持可能性

を保護することも締約国に義務付けられるとされ

る180 しかし、このより厳格な審査基準を満たす

ことが現代のアイヌ文化の場合には困難なことか

ら、捕獲物の付随的な売買を排除されない狩猟、

漁業はその他の文化要素として同様に保護される

ものの、第27条の下での「経済的活動」としての

保障を享受することはできないといわざるをえな

い。また、自由権規約は過去の国家行為への遡及

的効力がないゆえに、日本政府による同化政策、

アイヌ民族社会の破壊およびアイヌの伝統的活動

を禁止したことが、アイヌ文化のーっとなるはず

の経済的活動が、 27条の保護を受けるための厳格

な基準を満たすことのできない原因のーっとなっ

ていることは、なんら国際法の適用に関する問題

に変更をもたらすものではない。

なお、アイヌ民族の第27条の下で保護される漁

業、狩猟の権利の行使は、伝統的方式のみならず、

現代の機械的技術を使用する方式も保護範囲に含

まれることは委員会が確認しているとおりであ

る181

第5節第27条の実施措置とIwor

5.1 土地と結びついているアイヌ文化の享有に関

する現行圏内法の状況

現行国内法では、文化伝承儀式を再現するため

に一定の限られた鮭特別採捕許可、狩猟の特別許

可が認められている 182 しかし、それ以外のアイ

国際人権規約と先住民族

ヌ民族の上述の文化的権利を行使・享有すること

は、和人と同様に法律により制限または禁止され

ているO したがって、現行法のもとにおいては、

アイヌ民族が狩猟を行うためには知事の特別許可

を得るための申請をする、もしくは和人と同様に

知事が交付する狩猟者登録を得て、狩猟期間中か

っ鳥獣保護区以外の場所で捕獲することになる。

さらに、狩猟者登録を得た者でも、アイヌの伝統

猟法、劇薬、危険な民、弓矢の使用も一般的には

禁止され、知事の特別許可を得て初めて許される

とされる 183

アイヌ民族の主食と言われる鮭を食するために

採捕することも、捕獲採卵河川であるか否かを問

わず禁止されており、伝承儀式の再生の場合にお

いても特別許可が必要となる 184 またさらに、ア

ットゥシ、 トンコリやムックリを作る場合には森

林法のもとにおいて下草と落ち葉、落ち枝の採取

に至るまで規制が存在するため、素材を採取する

にあたっても営林署に逐ーさまざまな許可を求め

る必要があるl出。

他方、特別許可制が設けられていることのみか

ら、日本政府は厳格な意味でアイヌ民族の文化的

権利である狩猟・漁勝、文化活動を享有するため

の素材採取を「否定」しているとまではいえない。

しかし、現行法において、アイヌ民族の文化伝承

儀式以外のための漁業権は禁止、否定されており、

またその他の丈化を享有する権利の行使が国家に

よって妨げられている現状はある O

5.2第27条の委員会意見・見解に照らしての現行

圏内法の評価

日本政府が自由権規約を「誠実に遵守する」に

は、現行国内法が委員会の示す第27条の内容を履

行しているものでない限り、 Iworの再生にあたっ

ては、委員会の見解に適合するように改正する必

要が生ずる O したがって、以下、アイヌ文化の享

有に影響する現行囲内法を、委員会の第27条に関

する一般的意見、見解で示されている基準に照ら
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して評価していく O

まず、自然素材の採取、狩猟、漁業の許可申請

制度による、文化的権利の行使に関する制限につ

いて、委員会の見解においては、少数民族の権利

行使に一定の規制、制限を加えることが直ちに第

27条に違反するとは限らない、とされていること

に着目する必要がある 1師。他方、委員会は同時に、

法的制限が第27条と適合するためには、その制限

が「客観的かつ合理的に正当化され、また規約の

他の規定と両立するものでなければならない」と

いう条件を付している町。さらに、法的制限の目

的が正当な場合であっても、当該制限措置は、少

数民族構成員が有する第27条に示された権利に与

える影響に関して、その立法目的と比例するもの

でなければならないl剖。

これらの基準が示された事件においては、第27

条の権利の制限が、少数民族構成員および共同体

全体の福祉、生存、伝統的活動の維持可能性など

という立法目的から発生したものであった189 委

員会は少数民族の第27条の権利が多数者の社会の

利益と衝突する場合、例えば「発展を助長する、

または企業の経済的活動を認可する」国家の行為

が「少数民族の構成員の生活様式に一定の限られ

た影響を与えるJとしても「必ずしも第27条の権

利の否定に至るとは限らない」ことをも認めてい

るl叩。

アイヌに対する自然素材の採取、狩猟、漁業の

許可申請制度による文化的権利の行使に関する制

限の場合には、漁業営業者の河口での鮭捕獲を優

先し、水産資源の保護培養及び資源保護の一環で

あるサケの繁殖を促すという目的のもと設けられ

ている 191 この立法目的は、アイヌ民族による内

水面における漁業権の行使を制限することを、一

見、客観的に正当化しているように映る O しかし、

Lレンズマン事件の見解において、開発および環

境保全等、第27条の権利と衝突する、マジョリテ

ィ社会の利益による第27条の権利に対する制限を
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認める場合には、国家の裁量の範囲が以下のよう

に設定された。

評価の余地を基準に判断するのではなく、

第27条で引き受けた義務を基準に判断する O

第27条は少数民族の構成員の自己の文化を

享有する権利が否定されないことを要求す

るO したがって、当該権利を否定すること

に至る措置は第27条の下での義務と両立し

ない即

つまり、国家の行為が少数民族の文化的享有権

に一定の限られた影響を与えるには差し支えない

ものの、この権利を否定するまでの制限は、第27

条に反するとされるのである O

この基準をアイヌに対する自然素材の採取、狩

猟、漁業の許可申請制度による文化的権利の行使

に関する制限に当てはめると、鮭がアイヌ文化に

おいて、食文化、採取方法、交易など、さまざま

な文化的役割としての重要性をもっていることを

札幌地裁が認定していることを考慮すれば、アイ

ヌ民族の伝統的儀式以外の文化的目的における魚

採取を一切禁止することは、正当な制限であるに

しても、多数派社会の利益を優先することによっ

てアイヌ民族の文化的権利の中心的な部分を否定

することにつながり、第27条に反していると見る

ことができる。また、実際に、捕獲採卵河川であ

るか否かにもかかわらず、鮭鱒を採補、生け捕り

することを一切禁止することは郎、水産資源の保

護培養という立法目的と制限の間での「比例性」

を欠き、天然資源の保全および経済的な目的を達

成するに「合理的または必要」な措置を越えるも

のと言える 194

したがって、 Iwor再生のためには、例えば、

Iwor圏内でイ云統的儀式以外の目的での鮭鱒捕獲を

認めない特別許可の枠を、その他の文化的目的ま

で緩和することが必要となる。さらに、第27条の

文化的権利を制限する立法として、水産資源保護



法、漁業法、および、これら法律の実施措置とし

ての北海道内水面漁業調整規則を、水産資源の保

護培養という立法目的と第27条により求められる

文化享有権とが比例した制限に、改正する必要が

あるといえよう。

他方、狩猟、漁業の特別許可制および採取の森

林法下の許可条件に関しては、特別許可制が導入

されていることから、第27条の文化的権利の享有、

行使が否定されているとまではいえない195 しか

し、規約人権委員会の一般的意見、見解、および

現在有力な学説に基づいて第27条を適用する限り、

第27条の権利一般、とりわけ土地の資源と結びつ

いた文化的活動に関して、積極的な法的保護措置

を採ることが求められているのは言うまでもな

い196 近年まで、アイヌの伝統的活動に対して特

別許可の付与さえ認められなかったことを見ると、

伝統的儀式再現について法律の適用の例外として、

特別許可制を導入したことは、一定の進歩として

評価できる。しかしながら、現行の特別許可制度

による対処は、委員会が求める積極的な措置の要

求を満たしていない。漁業、狩猟の許可の申請お

よび付与は、積極的に立法を持って漁業、狩猟の

権利行使を承認し、確保する措置という性格を持

つのではなく、一般的禁止の例外として「許して」

いる規定に過ぎない。さらに、伝統的儀式の再現

においても、法律の例外に値する文化的活動とし

て明文化しているわけではなく、試験研究、増養

殖用の種苗・種卵および教育実習目的の例外的捕

獲許可という枠内において、伝統的儀式再現を

「教育実習」と見なすことで既存の例外規定を適

用しているのが実情である 197 その結果、文化的

な権利の行使が法律規定にも明文化されていない

例外であることから、文化的権利の享有が知事、

現実的には行政機関の許可に関する裁量に委ねら

れている。したがって、申請を受理する行政機関

の方針変更によっては、第27条の権利を享有する

ことが否定される O この場合、法律に明文化され

た根拠条文が存在しないことから司法手続を通じ

た救済も困難となる O

国際人権規約と先住民族

この点、第27条が積極的法的措置を講じるよう

求めているのに加え、自由権規約第 2条2項が

「この規約において認められる権利を実現するた

め必要な立法措置その他の措置をとる」義務を規

定していることから、自由権規約が締約国に少数

民族の権利に関する法的透明性および確実性を要

求しているとする学説が現れている酬。規約委員

会の実践もこの立場を支持しているといえよう即。

したがって、現在の特別許可制は、文化的権利

の享有として「漁業又は狩猟200Jを行うことにつ

いて、第27条が要求する積極的な法的措置のみな

らず、第27条の権利一般に関して求められる積極

的な保護措置、および第 2条2項の義務において

求められる法的透明性、確実性に適ったものとは

いえない。アイヌ文化の享有を間接的に妨げる消

極的な措置が、アイヌ文化を振興する目的の法律

が国内政策として制定されたにもかかわらず、依

然として保持されていることも、アイヌ文化振興

法の「アイヌ文化」の狭義な定義および法律の限

定的適用、解釈による限界を示すものである 201

したがって、 Iworの再生のためには、北海道内

水面漁業調整規則、水産資源保護法、および鳥獣

の保護および狩猟の規制に関する法律に基づき、

漁業、狩猟の規制を改正し、かつアイヌ民族の漁

業、狩猟、採取の権利を伝統的儀式再生等、一定

の目的に限定しない、積極的な法的措置で保障す

ることが、第27条の義務を履行するものとして要

求されよう O その実質的な実現方法としては、例

えば、アイヌ民族の漁業権、狩猟権、採取権の行

使がIwor圏内だけにおいてで‘も、特別許可を申請、

付与する条件から免除され、その行使が文化的享

有権として、現行国内法の規制立法の例外として

明文で保障されることが考えられる。従来のアイ

ヌ文化も交易と食糧目的での捕獲とを区別せずに

行っていたことから、漁業、狩猟の権利行使を認

める明文規定は、儀式再生に限定されず、営利と

非営利目的の捕獲、使用にも区別をつけない形で

定められることが望ましい。また、狩猟の方法も、
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現行法において特別許可が必要とされる弓矢、わ

ななどの伝統的狩猟方法を、新たに(一般的なア

イヌ文化の実現方法として)認めるとともに、現

代的技術の使用も文化享有権の行使として積極的

な法的措置をもって承認されることが要求される

といえよう。

すなわち、 Iworの再生は、従来行われなかった

形式によって、アイヌ民族に文化的活動および権

利に必要な天然資源、素材へのアクセスを、第27

条が求めているような「積極的な保護措置」をも

って、提供、確保する機会および手段となる。な

ぜなら、 Iworの空間を、一定の固有地で再生し、

アイヌ民族の第27条の権利をその空間内で自由に

享有することを認めながら、天然資源の保護・保

全、人間の安全、水産業、その他の利益を配慮し、

Iwor以外の場所で、の漁業、狩猟、採取を制限する

ことを通じて、第27条の求める文化的享有権を積

極的に確保しつつ、その他の衝突する利益との調

整を図ることができるからである加。さらに、第

27条の権利享有を制限する立法の目的と、 27条の

権利への影響の聞に比例性が要求されることから、

文化的権利が特定の区域に制限されるならば、北

海道会議の報告書で提案されたように加、 7つの

地域Iwor空間を設置することが、アイヌ文化の地

域性を保持し、アイヌ民族が文化的権利を身近に

日常生活の一部として行使、享有できることを確

保する、重要な調整方策となろう加。

いずれにせよアクセス権等を確保する必要があ

るならば、土地と密接に結びついている民族文化

の享有をより充実させた形で保障する目的をもっ

て、地域Iworの適地の選定の際に、沙流川流域の

地域的アイヌ文化への重要性を考慮し、 Iwor再生

地として区画整備をしていくことが適切となる O

実際に、北海道会議の報告書で、沙流川源流部か

ら、その河口、日高町、平取町、門別町の流域全

体が「地域イオル」の計画地として選定されてい

る却
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また、 Iworの計画を実現するにあたり、アイヌ民

族の第27条の権利享有に影響を及ぼす上述の法律

改正および実施方法に関しては、さらなる積極的

な措置によって第27条の権利を保障する義務が委

員会により要求されている O 即ち、少数民族集団

の文化的権利の享有に関連し、集団に影響する意

思決定の手続きに、当該集団が「効果的に参加す

るJことを保障する義務のことである制。

効果的に参加する権利は、委員会の少数先住民

族に関する「見解」および一般的意見23でのみな

らず、その他の国際的文書において、少数民族ま

たは先住民族の権利の宣言に伴って、さまざまな

表現によって言及されている加。 Iworとの関連に

おいて委員会が求めている効果的参加権は、 Iwor

の再生に伴い、アイヌ民族コミュニテイの構成員

が、アイヌ民族の文化、精神文化の権利享有に影

響する決定、および権利の行使を確保する方法を

決定する場または手続きに参加する、あるいは協

議する捌ことであると見ることができる O その際

に、政府が少数民族コミュニティの構成員と誠実

に協議し、少数民族の意見をなるべく受け入れる

ことが望まれるものの、少数民族の第27条の権利

に影響する決定および政策に対する全面的な同意

は、ここでは要求されていない209

第6節 人種差別撤廃条約の下における義務履行

とIwor

Iworの再生を検討するにあたっては、自由権規

約、とりわけ第27条のもとにおいて保障される権

利が中心的な材料となるが、自由権規約以外にも、

日本が批准している人権諸条約、およびそれらの

条約の解釈を示している条約機関の勧告なども検

討する必要があろう O とりわけ、人種差別撤廃条

約および人種差別撤廃委員会の勧告は、アイヌ民

族に対する差別という観点から、 Iwor再生に少な

からず影響を与えるであろう O

日本政府は1996年に人種差別撤廃条約を批准し



ている 210 批准をもって、憲法第98条2項で定め

られている遵守されるべき国際条約に、人種差別

撤廃条約も含まれることは明らかであるが、斉藤

氏が示す憲法第98条2項の理論、つまり、人種差

別撤廃条約の実質的な直接適用、とりわけ、人種

差別撤廃委員会の示す条約解釈が直接国内法に影

響を与えるには、次の 2つの条件を充たす必要が

あるだろう。第ーには、当該条約が条約機関を設

置し、且つ、第二に条約機関の勧告、意見をでき

るだけ遵守することが、条約の目的達成に必要な

こと、または条約に内在する要請となっていると

いうことである。これら条件が揃えば、憲法98条

2項が規定する義務から、日本国内における条約

の規定を適用するにあたり、条約機関である人種

差別撤廃委員会の勧告と意見を、可能な限り顧慮

することが要請される 211 斉藤氏は、主に自由権

規約およびその条約機関である規約人権委員会の

場合を検討対象としている 212が、一般的な「国際

人権条約213Jおよび「人権条約機関」に関する記

述もあり、 ドイツ連邦憲法裁判所における欧州人

権裁判所の判例の規定解釈を参考事例として取り

上げている O そして、自由権規約を例に示した理

論と同様の条件が揃えば、その他の人権条約の条

約機関の意見や見解にも適用しうる理論となるこ

とを示唆している。そこで、人種差別撤廃条約

(以下「撤廃条約J)の場合にも、この理論が及ぶ

かどうかを判断する目的で、その理論根拠および

条件の存否を考察する。

人種差別撤廃条約も自由権規約と同様に、 「す

べての者のための人権および基本的自由の普遍的

な尊重および遵守を助長し及び奨励する山」目的

のために作成、締結された条約であり、その目的

達成のために条約の実施を監視する人種差別撤廃

委員会(以下「撤廃委員会J)を設置している出。

撤廃委員会は自由権規約の規約人権委員会と同様

に、締約国の条約の囲内実施状況に関する定期的

報告を検討し、その検討に基づく各国宛の最終見

解 koncludingobservations)および一般的勧告

を送付する出。また、条約本文において、条約の

国際人権規約と先住民族

権利が締約国によって侵害されたと主張する個人

または集団の通報を検討する撤廃委員会の権限を

規定しており、撤廃委員会はその権限を認めると

宣言する締約国についての通報を受理することが

できる2170

ただし、撤廃委員会の個人、集団通報を受理す

る権限を宣言で承認している締約国の割合が低く、

通報される申し立ても自由権規約と比べて少ない

という違いがある出。さらに、自由権規約の下で

は、締約国聞の条約解釈に関する紛争の最終的権

威を規約人権委員会としているのに対し219、撤廃

条約は国際司法裁判所への付託を規定している220

この二つの相違点が、撤廃条約の条約解釈、見

解の「権威」が規約人権委員会より劣っているこ

とを示すことから、同様に扱うことに疑問が生じ

る可能性がある。しかし、斉藤説は、むしろ条約

機関の意見、勧告が「内容に優れた、権威あるも

のを理由221Jとして、その見解を参照するか否か

を判断する考え方を否定し、条約機関の見解を考

慮する妥当性を、条約の目的達成および内在する

要請、および国内法の憲法の義務から導いている。

したがって、斉藤説が撤廃条約に適用されるには、

撤廃委員会の意見、勧告での見解に従うことが、

撤廃条約の目的達成に必要な行動であれば足りる

と見ることができる。

撤廃条約の目的が基本的自由の普遍的な尊厳お

よび遵守のためにあらゆる人種差別を撤廃するこ

とである以上、この目的を具体的に実行する規定

が、国内実施において締約国ごとの解釈により曲

げられないためにも、その具体的内容を解明する

条約機関の示す解釈が遵守すべき条約義務となる、

という斉藤氏の理論が妥当するであろう 222 よっ

て、前段において検討した自由権規約と規約人権

委員会の見解、意見に関する理論が、撤廃条約の

場合にも同様に、憲法第98条2項の要請から、撤

廃委員会の勧告、意見を「可能な限り顧慮する」

ことが求められていると見ることができる。
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日本政府のIwor再生における条約下の義務に関

連して、注目すべき点としては、撤廃委員会が

1997年に出した先住民族に関する一般的勧告23が

ある o Iwor再生に関連する一般的勧告23の内容を

検討すると、締約国に対して、 「十分な説明を受

けでなされる同意なしに、先住民の権利、利益に

直接関係する決定を行わないことを確保するこ

と223Jおよび「先住民族の社会が文化伝統および

慣習を実践し、およびこれらを再活性化する権利

(中略)を行使することができるよう確保するこ

と224J を要請する O また、同勧告は、締約固に対

して先住民族の共有地、地域および資源を所有し、

開発し、管理し、および使用する権利の承認と保

護を要請しながら、十分な説明を受けた上での同

意なしに、伝統的に所有しまた居住し、利用した

土地が奪われた場合には、当該土地、領地を返還

する措置をとることを要請する O その返還が不可

能な場合においてのみ、正当で公正かっ迅速な補

償によって代用されるとし、また可能な限り、そ

の補償は土地、領地の形態をとるべきとする泊。

また、撤廃委員会は2001年の日本政府に宛てた

最終見解において、一般的勧告23に直接言及し、

その要請に日本政府の注意を喚起し、 「先住民と

して」のアイヌ民族の「土地に係わる権利の承知

および保護並びに土地の滅失に対する賠償および

補償」を求めている 226 また、この勧告がアイヌ

民族の過去および日本の現状に該当し、撤廃委員

会から日本がこの勧告を考慮、検討することが要

請されていることも確認しているO

したがって、仮に行政機関、司法等に、撤廃委

員会の一般的勧告を可能な限り考慮する要請が憲

法98条2項から導かれるならば、一般的勧告23は

Iwor再生において、

しアイヌ民族が、自らの権利、利益に直接関わ

る施策として、 Iworの再生方法と第27条の権

利行使に影響する立法改正に関する決定に同

意すること

2.第27条が求める文化享有権の保障よりも一歩
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進んで、アイヌ民族の文化伝統、慣習を再活

性化できる条件を整えること

3. (必ずしもIwor再生の際に行うのではなく、

Iwor再生以前または以降に行われることも可

能ではあるが)アイヌ民族の伝統的土地もし

くは代替な領地を返還すること227

という、以上の 3つの要請を可能な限り顧慮する

よう求めていると見ることができる。

しかし、アイヌ民族への土地返還に関しては、

前述のとおり、有識者懇談会および政府が北海道

の土地、資源等の返還、保障から切り離し、 Iwor

の再生を含むアイヌ文化を振興する施策を主張し、

実施しようとしている。さらに、政府は最初から

アイヌ文化振興法およびその実行に関連するIwor

再生を、先住民族ではなく、少数民族の文化を促

進する政策として位置づけている O しかし、アイ

ヌ民族の場合を含めて、 「先住民」と「少数民族」

の位置づけは、その国際法の義務如何に関連する

にせよ、少数民族の文化的享有権の保障と先住民

の土地権にせよ、必ずしも簡単に分離できるもの

ではない。例えば、規約人権委員会は、少数民族

の権利を少数先住民族の文化へ適用することによ

り、一定の土地、資源へのアクセスおよび土地と

結びついている狩猟、漁業の権利を第27条の保障

範囲に含め、アイヌ民族に関して直接に自由権規

約の権利保障のみからアイヌ民族の土地権を承認

することに関して触れている泊。他方で、第27条

の文化的享有権を保障することは土地に関する所

有権を要求しないとする見解もある229

しかし、オミナヤック事件においては、第27条

で保護されている権利には個人の所属するコミュ

ニテイの文化の一部をなす経済的および社会的活

動にその他の構成員とともに従事することを含む

とされているおしたがって、そのコミュニティ

が当該活動を行うために一定の土地、資源を必要

とするならば、国家がその土地または活動を脅か

す影響のある開発事業およびその他の土地利用

(の脅威)から(先住民族を)保護しない、また



は土地および資源を含めて、経済的、社会的活動

が継続できる条件を確保しないことは、第27条の

規定と保障に反するとされた却。すなわち、撤廃

委員会の一般的勧告を尊重、顧慮する義務は、斉

藤説の自由権規約の意見、見解に関する理論に基

づいて導き出すことが可能であり、撤廃委員会の

一般的勧告は自由権規約から導かれる原則を撤廃

条約の上においても再確認したと評価できょう O

すなわち、規約人権委員会が1998年の日本に対す

る最終意見でアイヌ民族の土地権を認めないこと

に関して懸念を表していることから、自由権規約

の誠実な遵守として、その承認を「可能な限り顧

慮する」ことが要請されているといえるのであ

る232

さらに、 Iworの再生にあたり、その条約機関の

勧告を含めて、特に人種差別撤廃条約の趣旨を尊

重する必要性を示す、もう一つの国内法の根拠と

して、上述の衆議院，参議院内閣委員会によって

採択されたアイヌ文化振興法の法律案に伴う附帯

決議がある。同決議ではアイヌ民族の先住性を歴

史的事実として認めたのみならず、 「政府は、ア

イヌの人々が置かれてきた歴史的、社会的事情に

かんがみ、適切な措置を講ずるべき」事項として、

「アイヌの人々の人権の擁護と啓発に関しては、

「人種差別撤廃条約」の批准(中略)等の趣旨を

尊重し、所要の施策を講ずるよう努めること」と

している O よって、行政府の政策がこの決議によ

り事実上拘束されるであれば、 Iwor再生の実現に

おいても「その決議を尊重」することが求められ

る233 すなわち、附帯決議に則して、人種差別撤

廃条約の趣旨を尊重し、適切な施策を講ずる為に

は、アイヌ民族の歴史的土地の剥奪の「補償」に、

Iworに使われる固有地への所有権をアイヌ民族に

付与することが提案できるであろう。

撤廃委員会の一般的勧告23から導かれるIwor再

生に関連する要件としては、アイヌ民族のIwor施

策および実施の決定に関して「十分な説明を受け

でなされる同意」が挙げられる O 一般的勧告23の

国際人権規約と先住民族

草案作成段階、および、議論の段階を見ると、先

住民族の政策に関する「拒否権」も含まれるとす

るこの基準が、現在、先住民族に関する法的拘束

力を有する国際文書の課す義務よりも、 (国家に

対して)一層厳しい義務となると懸念を表し、基

準の変更を求めた委員もいたことがわかる234 ま

た、この基準を含む第4段落全体の文言が、締約国

に対する単なる「勧告」として書かれていること

から、国家が受諾しなくても良い基準となること

を議長が述べている235 実際には、撤廃委員会の

締約国の定期的報告を検討すると、 「十分に説明

を受けてなされる同意」より、 「積極的かつ効果

的な参加J(active and effective participation) 

を重視し、これを求められる基準として国家に示

しているのが現状である制。よって、撤廃委員会

の人種差別撤廃条約の下での法理及び議論を見る

限り、全ての場合において先住民族の権益を影響

する施策に関して先住民族の「同意」が求められ

るとはいえない。しかし、 Iworの再生に関しては、

人種差別撤廃条約の下での要請が、少なくとも第

27条の効果的参加権を強化するものといえよう。

以上から、文化的活動に必要な資源の(必要な

場合に)回復および維持可能な管理に対し、アイ

ヌ民族が係わることを通じ、文化的権利の享有を

積極的な法的保護措置によって確保していき、将

来にわたって、継続して享有できること、および

その発展と維持へのアイヌ民族の効果的な参加を

確保する仕組みを、撤廃委員会は想定していると

いえる O

第7節 現在のIwor計画は人権法の要件を満たし

ているか

現在のIwor再生の計画を考察するにあたっては、

現時点において固により採択された提案が、未だ

にないことに注意する必要がある O これまで、様

々な検討委員会が設置され、再生に関する提案、

報告が作成されたものの、国が2004年に新たに設

置したイオル再生等アイヌ文化伝承方策検討委員
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会(第 2章第 1節1.2参照)は現在進行中であり、

従来の委員会報告を検討の基盤にしながらも、新

たな報告およびIwor再生の内容をさらに具体化し

た提案の作成が予定されているに過ぎない。再生

に関して確定的な計画がない限り、最終的に実現

されるIworが日本政府の自由権規約第27条の義務

履行を満たすものになるかどうかは不透明である。

ただし、 Iworの再生がアイヌ民族の第27条の権利

を制限する現行法を改正し、狩猟、漁業、木彫り、

樹皮の織物および伝統的なアイヌ料理、薬品製作

のための植物採集等、文化的活動を行うために、

天然素材、資源へのアクセスを提供し、かつアイ

ヌ民族がこの実現過程において参加できるか、ま

たは協議されることを確保する限りにおいて、第

27条の義務を履行していると見ることができょう。

第27条の権利保障基準は、他の衝突する利益への

配慮を理由に、アイヌ民族の第27条の権利を否定

することに至らない一定の制約を課すことを許容

している O それゆえ、 Iworを固有地または特別に

購入した私有地で再生し、その区画された空間内

でアイヌ民族が自由に漁業、狩猟できるよう確保

することは、資源保全や私益等、アイヌの第27条

の権利行使と衝突する利益に不当な影響を及ぼす

ことなく、アイヌ民族の第27条の権利行使を確保

できる重要な手段になりうる。

また、上述の撤廃委員会による一般的勧告23は、

Iworを再生、実現する過程において、日本政府の

アイヌ文化および漁業、狩猟の権利を保護し、再

活性化する責務をさらに強化する根拠になる O さ

らに、撤廃委員会の一般的勧告23が包含する「十

分な説明を受けてなされる同意」、および国別報告

書審査の最終見解において言及されている、先住

民族の積極的かっ効果的な参加の法理237は、第27

条が要求するアイヌ民族のIwor再生における効果

的な参加の義務をも強化する。

これまで、のIworの再生に関する検討、提案は、

「十分な説明を受けてなされる同意」が示唆する、

アイヌ民族のIwor再生の方法の決定に関する拒否
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権2却を含んでいるとは見ることできない239 しか

し、撤廃条約を誠実に遵守することは、必ずしも

Iwor再生の方法に対するアイヌ民族の拒否権を必

要とするものではない。とはいえ、国がIworに関

してアイヌ民族の「積極的かっ効果的な参加Jの、

より緩やかな基準を導入し、これを実現する過程

において、アイヌ民族と誠実かつ建設的に対話し、

協議し、アイヌ民族の意見を聴取し、これを採用

する姿勢をとることにより、 「拒否権Jを採用せ

ずとも、アイヌ民族の十分な説明を受けてなされ

た同意に類似するものが実現されたと見ることが

できょう O

また、現在の検討委員会による検討および提案

は、 Iwor再生が実現された時点において、アイヌ

民族自身がIwor空間内の、文化的活動に使用され

る天然資源の育成、栽培、維持可能な管理に直接

携わるという方法を想定している測。この方法が

実際に採用されれば、一般的勧告23が述べている

「先住民族の資源を開発し、管理しおよび使用す

る権利を承認および保護することjに適合すると

いえよう加。またアイヌ民族を資源管理、維持可

能な開発、およびアイヌ民族に影響する開発施策

に関わらせるという点において、アジェンダ21
242

およびリオ宣言叫が勧告する措置を付随的に実現

することになる。

一般的勧告23はさらに、過去において奪われた

土地に関する「補償Jを勧告するが、日本政府は

Iworを含めるアイヌ文化を振興する施策が過去に

関する補償およびアイヌ民族の先住性から導き出

されているものではないことを明白に繰り返し主

張してきている O つまり、現在計画されている

Iworは、一般的勧告23に加えて日本に宛てた撤廃

委員会の2001年の最終見解が求めるアイヌ民族の

伝統的な土地、領域またはその所有権の「返還」

あるいはその代わりの「正当な、公正なかっ迅速

な補償」を実現する施策とはならない。

一方、撤廃条約は日本が批准した1996年以前の



国家行為について遡及的効果を有さないため、

批准以前のアイヌ民族の土地剥奪が撤廃条約第 5

条 (d)項の (v)の財産を所有する権利に違反す

るとして、撤廃委員会あるいははその他の締約国

は、条約履行義務を根拠に、アイヌ民族への補償

を求めることができない。よって、この措置およ

び勧告は批准以前に先住民族の土地を奪った締約

国に対して、現在の条約を実施する義務の一環と

して、土地の返還またはその代わりの補償の遂行

を、先住民族に対する人種差別を撤廃するための

積極的な措置のひとつとして勧告するものと見る

ほかない2判。

しかし、撤廃委員会の勧告が、アイヌ民族の状

況および過去の伝統的土地の喪失に該当すること

は、歴史的事実、二風谷ダム判決の記述から確認

できるのみならず、撤廃委員会自身の2001年の最

終的見解によっても明白にされている泊。その結

果、撤廃委員会勧告が、現在継続する人種差別を

撤廃し、すべての者の普遍的な基本的権利と自由

の享有という撤廃条約の目的達成を実現するため

の措置であることから、国際法の拘束力の有無に

かかわらず、日本政府がこの一般的勧告を顧慮す

る要請は憲法規定から導かれるといえよう O すな

わち、撤廃条約を誠実に遵守するという要請から、

撤廃委員会の意見、勧告の顧慮が求められるなら

ば、日本政府は一般的勧告、および撤廃委員会の

日本政府報告に対する最終見解により、アイヌ民

族の土地に係わる権利の認知を可能な限り顧慮す

る義務を負うことになる。むろん、日本政府がこ

の勧告内容の実現を顧慮したとしても、その実現

手段としてIworの再生が特定されているわけでは

ない。したがって、 Iworが実現された後に、別途

の施策を通じ、この勧告内容を実施していくこと

も考えられる O 一方、上述の1997年の附帯決議を

通じ、 Iworのようなアイヌ文化振興の施策を実施

することに関連して人種差別撤廃条約の趣旨を尊

重し、 「所要の施策を講ずる」ことに特に言及す

ることに照らすと、 Iworの再生を、撤廃委員会の

先住民族に関する一般的勧告を実現する手段とし

国際人権規約と先住民族

て活かすことは、適切であるといえよう O

現在公表されているIwor再生についての提案お

よび、報告、とりわけ有識者懇談会でIworの提議者

であり、現在の国の検討委員会の委員でもある佐

々木高明氏の着想246、Iwor基本構想報告において

描かれた提案2ペおよび進行中の国の検討委員会

により作成された文書を見る限りにおいては、計

画されているIworは、第27条が要求する文化的活

動の享有の多くを認めているようである測。しか

し、狩猟および漁業の捕獲物の売買の可能性が想

定されているか、またはこの問題が検討されてい

るか否かは明確ではない。

現行の委員会およびそれ以前の委員会もまた、

第27条およびIwor再生が想定しているアイヌの丈

化的活動のための自然素材へのアクセス、土地を

使用する権利等を実現するには、現在この権利の

行使を規制、防止しているの森林、漁業、狩猟等

に関する法律と規則の改正、または規制からの免

除を必要とすることを認識している加。しかしな

がら、現行の国の「イオル再生等アイヌ文化伝承

方策検討委員会」の資料をみると、魚類の採補、

鳥獣の捕獲に関し、既存の特別許可の申請制度を

活用したIwor再生が検討されていることがわか

る2加。申請制度の活用は、北海道庁との協力によ

り、一年ごとまたは数年間にわたる使用計画に基

づき実施していくことを提案している O このよう

な制度化・慣用化された継続的な特別許可の付与

が実現されれば、少なくとも権利享有の自由な行

使を妨げる個人・団体ごとの個別申請の条件が解

除されることを通じて、アイヌ民族の文化的な権

利を享有することが容易となる。しかし、アイヌ

民族の文化的活動の行使を、特別許可制に委ねた

ままでは、第27条の自由権規約第2条2項とあわ

せた法的透明性および確実性を備えるという要求

を充たしていないことになる O そのため、理論上

はアイヌ民族の文化を享有する権利が、未だに行

政機関の裁量に左右される状況、かっ左右された

場合に法的救済を求めることが困難な法的状況が
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維持されることになる。しかし、 Iworを再生する

自然空間が整備・提供され、動物捕獲および魚類

採捕が正式な運営評議会または自然空間の管理運

営組織251により計画されることになれば、特別許

可が行政機関の恋意的な判断や方針の変更で左右

される可能性が減少すると予想できる。これは、

特別許可の付与および条件が、組織と組織の聞の

関係として規律されることにより制度化・慣用化

され、団体および個人ごとに申請する場合よりは

行政機関の恋意による方針変更がし難い環境が創

出されると予想できるからである O

それでもなお、現行特別許可制の活用は即ち、

現行の法律、規則等を変更せず、アイヌ民族の魚

類採補を、北海道内水面調整規則第27条にいう

「教育実習」に該当するものの行使に限定される

現状を維持することになる。すなわち、伝統的儀

式の再現および和人のためのアイヌ文化体験等の

「教育」目的に該当しない文化的目的において、

漁業を享有する権利の行使が否定されている現状

が改善されないことになる O 他方、アイヌ文化で

は、漁業および採補物に関する利用目的が、特別

調理方法、食料、食事の儀式等から鮭の皮を用い

て衣服、靴を作ることや交易、物々交換まで及ん

でいる O

もちろん、行政機関が自由権規約を誠実に遵守

する義務、アイヌ民族の自由権規約下での文化的

享有権、および裁判所が承認しているアイヌ文化

の魚類採捕物の使用方法の考慮から現在の法律規

定の解釈を緩和することを通じて、文化的権利の

享有の一部の否定をしてきた現実を解決すること

もできるであろう。例えば、 Iwor内の特別採捕許

可が採捕物のさまざまな文化的活動に使用される

ことにより、アイヌ自身の文化的教育および体験

を通じての和人のアイヌ文化に関する教育のため

依然として、既に述べたとおり、アイヌ民族の文

化的権利の行使に関する許可を行政機関の方針に

委ねているに過ぎず、法的透明性および確実性の

要求をかなえていない。また、一般的意見23が確

認しているように、規約第27条により、 「締約国

はかかる権利の存在及び行使が否定され又は侵害

されることのないよう保護されることを確保する」

義務を負い、 「締約国自身の行為(立法当局によ

ると、司法当局によると又は行政当局によるとを

問わず) ・・・に対する積極的な保護措置252Jを

とることが不可欠となる。このことから、アイヌ

のIworにおける文化的権利の享有を確保する最も

理想的な実現方法は、アイヌ民族のあらゆる文化

的目的での魚類採捕を法律規定で積極的に承認し、

法律の一般的禁止規定の例外として権利行使を保

護、確保することといえよう O

また、現在進行中の検討委員会の資料において

は、 Iwor内で、の動植物の採取、捕獲および自然素

材の入手、配分が「自然空間に関する管理運営の

ための組織」のメンバーにより行われることが提

案されている O このメンバーには、伝承活動を実

践する個人または団体、および北海道ウタリ協会

等が提案されている 253 それ以外のアイヌの人々

(現在、伝承活動を実践していない人および北海

道外に居住するアイヌなど)が行う動植物の採取、

捕獲等が、 Iwor内で、認められる活動から除外され

るか否かに関しては提案されていないものの、現

行法においてIwor空間以外の場所におけるアイヌ

民族の狩猟、漁業などの文化的権利の行使が妨げ

られていること、および第27条の権利主体者が少

数民族の各個人であることに鑑みると 2日、政府お

よびIwor再生実施機関には、いうまでもなく、す

べてのアイヌ個人がIworで、第27条の権利を享有、

行使できるようにする義務がある。

の採捕として法律にいう「教育実習・・・のため Iworの再生が、 1999年のIwor基本構想報告のー

の水産動植物の採捕」と捉えることが可能である。 つの大規模なIworより、北海道会議の中核Iworと

しかしながら、教育実習としてアイヌ文化を捉え 6つの地域的Iworの構想にしたがって実現されれ

ることを通じて問題を解決しようとすることは、 ば、アイヌ文化の地域的多様性および地域によっ
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て分布が異なる文化的活動に利用されるさまざま

な動植物が確保できる O さらに、身近に地域的

Iworがあることで、すべてのアイヌ民族が日常生

活の一環として文化的活動を享有することを保障

するという利点もある。他方で、各地域において

Iworを再生する場合に、それぞれの空間における

文化的活動、即ち、狩猟、漁業等が長期的に「否

定」されずに、継続して享有できるよう、文化的

活動に必要な生態系およびこれが可能な程度の土

地の面積を備えることも重要となる。アイヌ民族

が、土地および自然素材へのアクセスと関連する

全ての文化的活動が行える環境の整備が要求され

ることは、規約委員会の意見および、見解でも明ら

かである。すなわち、アイヌ文化を振興するIwor

の存在が、過去の強制的文化的同化を是正する意

義を持っていることに鑑みると、例えば何かしら

の建築物等のハコがIworの存在を象徴するものと

して重要ではあるが255、それでもなおハコを中心

としたIworの再生はアイヌ文化の享有に関する第

27条の要求を満足するものとはならない256

さらに、既に示されているIworの再生に関する

報告書において、狩猟、漁業、採集に使われる

Iworの自然の場は、活動を行うための土地に関す

る所有権を必ずしも備えなければならないわけで

はないことを指摘している 257 人種差別撤廃条約

の一般的勧告は別としても、自由権規約第27条の

権利保障それ自体は、少数先住民族の土地に関す

る所有権を必ずしも要求するものではなく、自由

権規約が締約国において効力を持つ段階で、土地

と結び付いた文化的権利の行使および享有を否定

せずに保護することにより、権利保障の要求を満

たすこととなる258

他方、アイヌ民族に関する最終意見を含めて、

いくつかの規約委員会の最終意見、およびオミナ

ヤック事件の見解においては、第27条が「土地権」

の承認、または少なくとも先住民族が居住し、文

化的・経済的活動に使用している土地、領域の権

原承認、およびその境界線を定めることを要求す

国際人権規約と先住民族

る場合があるとされる 259 よって、アイヌ民族の

狩猟、漁業、採集等の文化的権利が、衝突する利

益への考慮から、他の地域における活動権を自由

に行使、享有できないならば、保障される権利に

対する「積極的法的保護」が必要であり、またこ

れが否定されないためにも、権利行使ができる土

地の区画・準備と提供を必要としている O

アイヌ民族はこれまで、 Iworの再生を検討し、

再生に関する提案を作成している市町村、北海道

および国レベルにおける検討委員会に参加し、ま

たは協議の主体となっている制。しかし、その後

のすべての検討委員会の検討基盤とされている当

初のIwor再生構想を報告した有識者懇談会には、

アイヌ民族の代表および委員は存在しなかった。

しかし、懇談会が新法を検討するにあたっては、

ウタリ協会理事長への意見聴取が行われ、白老、

静内、平取等の現地訪問の際にウタリ協会との意

見交換を行い、さらに報告書を作成し、提出する

際には理事長の意見陳述の機会が与えられた。ま

た、この意見陳述において、ウタリ協会は懇談会

の平成8年の報告書に対して、条件付きでありな

がらも一定の支持を表している 261 これらのアイ

ヌ民族の参加実態は、撤廃委員会の「積極的かっ

効果的な参加Jの基準を充さないまでも、新法案

を提出している団体であるウタリ協会が「協議」

し、かっ施策の提案に反対をしなかったことに鑑

みると、 「効果的な参加」の要求を満たすものと

して規約委員会が言う「協議」の基準を充たす可

能性が高いと考えられよう却。しかしながら、そ

の他の検討委員会に関して、政府選任のアイヌ系

個人が委員に含まれることについて、または懇談

会に関しでも、北海道ウタリ協会との協議がアイ

ヌ民族全体の効果的参加権を確保しているかはさ

らなる検討を要するO いずれにせよ、懇談会後の

Iwor再生を展開する実質的な検討、討議の場にお

いてはアイヌ系の委員が加わり、現行の国の検討

委員会においても委員 5人の構成者のうちウタリ

協会の理事長を含む 2人がアイヌの人であること

から、アイヌ民族がIwor再生の検討、施策展開に
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参加していることは明らかである O

終わりに

以上、日本国内におけるアイヌ民族の人権を保

護する可能性を、 Iworの議論を例に、市民的、政

治的権利に関する国際規約、とりわけ自由権規約

第27条の規定を中心に探り、国際法の人権規範の

国内法における導入及び適用の確保を検討した。

アイヌ民族が囲内及び国際社会において少数先

住民族として承認され、かっアイヌ民族の文化的

享有権の保障を確保するにあたり、自由権規約第

27条は重要な役割を果たしてきた。また、この規

定は法的拘束力をもち、且つ、アイヌ民族に対し

て既に囲内法における直接適用可能性が確認され

ており、アイヌ民族の国内における権利を確保、

実現するにも、充分な可能性を有している。特に、

規約委員会が個人通報審査において示している

「見解」、および一般的意見の基準に基づいて第27

条を国内的に実現するといった形で、十分な発展

の可能性を秘めている O そこで、本稿では規約委

員会の見解に則し、日本国内における第27条の保

障を履行、遵守する法的義務に関する理論を検討

し、評価することを試みた。そして、日本の行政、

政府機関が自由権規約の権利保障を国内において

実現するにあたり、規約委員会の意見・見解を顧

慮する要請が、国際法の条約に関する解釈規定の

みならず、締結した国際条約の「誠実な遵守」を

求める日本国憲法第98条2項からも生ずることを

明らかにした。また、自由権規約との関係からは、

委員会の個人通報における見解を囲内的に顧慮す

ることが、日本の選択議定書批准に依存しないこ

とをも確認した。

第2章では、こうした観点から、日本国内のア

イヌ民族伝統的生活空間、 Iworを再生する施策提

案を、第27条の権利保障に照らして検討した。そ

して、その再生において、規約委員会の第27条の

保障基準に基づき、アイヌ民族の文化的および土
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地と関連する権利の保護範囲を考察した。現在有

力となっている学説および委員会の第27条に関す

る見解においては、当該規定が積極的な義務の側

面を包含し、特に少数先住民族の場合に、土地と

関わる文化的権利について、法律に基づく積極的

な措置による保護と権利行使の保障が求められる

と解されることを示した。このことから、 Iworの

再生において、第27条が、アイヌ民族の漁業、狩

猟、植物採取及びその他の土地と天然資源・素材

へのアクセスを積極的な法的措置をもって、保障

する義務を課すことを確認した。また、この積極

的な保護義務は、現行国内法の狩猟、漁業に関す

る特別許可制度の改正と、法律の明確な規定に基

づく権利行使の承認による保障を求めることを示

した。しかし、第27条の権利行使と衝突する利益

への配慮から、第27条の権利に対する一切の制限

が許されないわけではないことを、規約委員会の

見解とそこで示された審査基準を分析することに

より明らかにした。また、日本国内において、こ

のような利益衝突を、第27条の権利を否定するこ

となく調整する方法として、アイヌ民族の土地と

係わる第27条の権利を、 Iwor再生空間内で、の自由

な行使を確保しつつ、その他の場所で制限するこ

とにより図ることを提案した。

また、本稿では、従来のアイヌ文化の漁業、狩

猟が交易目的を含んだものであることから、当該

権利のIwor再生における保障は、このような目的

を排除しない必要性を主張した。ただし、規約委

員会の見解が求める基準に則して、この商業的漁

業、狩猟が、現在のアイヌ民族コミュニティーお

よびその文化の「本質的な要素」であると立証す

ることが困難で、あることから、 Iworの再生におい

て、維持可能性の保障をも含んだ第27条の丈化的

経済的活動として保障されない可能性があること

も提示した。

Iworの自由権規約第27条による保障義務の検討

の際には、現時点において、第27条が土地と関わ

る文化的権利の保護に伴い、土地の所有権の保障



を要求するか否かに関して論争があり、第27条の

土地所有権の要請を否定する学説ないし締約国が

存在することを説明した。一方、近年、規約委員

会の最終見解には、先住民族の土地権原認定を求

める記述が見られ、日本の憲法98条2項に基づく法

的義務を検討するにあたり、日本に宛てた最終見

解においてアイヌ民族の土地権の承認が求められ

たことにも注意する必要があることを述べた。

さらに、 Iworの再生、アイヌ民族の土地権、お

よび土地の返還は、自由権規約以外の国際人権条

約に基づく法的要請の論拠があることも紹介した。

人種差別撤廃条約の「撤廃委員会」により策定さ

れた先住民族に関する一般的勧告23が、土地の所

有、返還を勧告する O また、日本政府による人種

差別撤廃条約の批准と条約の目的に鑑み、自由権

規約に関して検討した斉藤説によって導き出され

る憲法第98条2項の義務は、人種差別撤廃条約の誠

実な遵守の要請として、撤廃委員会の一般的勧告

の顧慮を求める可能性があることを考察した。撤

廃委員会が日本に宛てた最終見解において、この

一般的勧告への日本の注意を喚起していることか

ら、第27条のアイヌ民族の土地権承認に関する要

請が強化されるという展望を示したO ただし、こ

の土地返還の要請は、 Iworの再生を持って実現す

るのではなく、別途の措置に委ねることも考えら

れることを述べた。

以上、自由権規約の第27条が、アイヌ民族の文

化的権利のみならず、一定の土地の利用、アクセ

スに関する権利、及びアイヌ民族の権益に関する

施策について「協議する」ことを確保する可能性

を秘めていることを明らかにした。そして、この

可能性を日本の国内事情を勘案してみたときに重

要なことは、日本政府が忌避する「先住民族の権

利」の障壁を回避しながら、アイヌ民族の先住性

および自然と結びついた文化により、保障される

権利の内容が充実されうるということである O ま

た、アイヌ民族の、第27条の協議する権利、およ

び人種差別撤廃条約の十分な説明を受けでなされ

国際人権規約と先住民族

る同意の権利を実現することは、有識者懇談会の

報告が示唆しているように、国連での先住民族の

権利に関する宣言案の議論を「今後も(中略)見

守っていくJ中、その展開に伴い、日本国家とア

イヌ民族の将来の関係のあり方を再検討する際に

重要となるのである。

1 ブリティッシュ・コロンビア州条約委員会が
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と政治47巻1号、 287頁以下参照。

4 lndigenous Peoples Rights Act， Republic of the 

Phillipines Act No.8371， 1997. Available at 
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言 国連案の内容と争点 j (ウハノッカの会、

2004年)。

13 IL0169号条約の先住民族の先祖伝来の土地及

び領域に関する事項についてはseeILO

Convention NO.169 on Indigenous and Tribal 

Peoples in Independent Countries， 1989， 28 ILM 

1077 (1990) Articles 4， 7， 13， 14， 15， 16， 17， 18， 19. 
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ILO Convention No.169， International Labour 

Office and the International Centre for Human 

Rights and Democratic Development， 1996.邦

訳、マヌエラ・トメイ、リー・スウェプストン
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21 東京高判昭和28年 2月28日民集8巻858頁、

860-861頁、神戸地判昭和36年5月30日下刑集3

巻519頁、 524頁、東京高判平成5年2月3日、

東高刑時報44巻 1-12号11頁、大阪高判平成 6

年10月28日判時1513号71頁。

22 r政府は、日本国憲法の審議過程ですでに、
九八条二項は条約に囲内効力を認めるものであ

ると解していた。(中略)日本国憲法が発効し

た後も一貫して、政府は、条約は国内効力を有

するものとして実務上取り扱っており、 (中略)

国会答弁においてもたびたび確認されている。」

国際人権規約と先住民族

岩沢・前掲注20、29-30頁、および、小寺初世

子・前掲注20、7頁、 8頁を参照。

23 阿部・今井・藤本・前掲注20、31頁。

24 従来の日本では条約の国内的効力と条約の直

接適用可能性という二つの概念を区別せずに表

現する意味でセルフ・エキュゼキューティング

という言葉を用いる学説があったことは岩沢教

授が指摘するとおりである O 岩沢・前掲注20、

33、43-45頁。囲内判例も依然として国内適用可

能性を別個に検討せずに98条2項を引用し、囲内

効力の存在から率直に人権条約の自動執行性を

認めるか自動執行性に言及せずに適用すること

がある。向上、 33頁、および、札幌地判平成 9

年3月27日判時1598号33頁、 44頁参照。しかし、

岩沢教授は国内的効力と条約の直接適用可能性

という二つの異なった概念ははっきり区別され

るべきことを主張している O 岩沢・前掲注20、

45頁。この岩沢教授の立場を支持するその他の

国際法学者、及び最近は、憲法学者も少なから

ずいる O 阿部・今井・藤本・前掲注20、31頁、

小寺・前掲注20、8頁、斉藤・前掲注目、 15頁。

日本における自動執行性に関する議論、学説、

基準などについては岩沢、同上、 43-55頁参照。

25 岩沢・前掲注20、48-52頁参照。

26 例えば個人の権利義務を具体的に規定する条

約が自動執行力をもつものとして援用される。

高野雄一著『憲法と条約j (東京大学出版会、

1960年)98、158、219頁(岩沢・前掲注20、46頁

にて引用)。

27 条約の自動執行力に関する当事国の意思を重

要な考慮要素とする人としては例えば宮崎繁樹

「国際法主体 (3) ーダンチッヒ裁判所事件」宮

崎繁樹編『国際法(基本判例双書)j (同文館、
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適用可能な条約であることを判断基準にするも
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としてself-executingか否かという形で論じられ

ることがあるが、これに対しては、一般に、強

い批判が存在する」ことを指摘している)など

158 

がある。また、規定の個別具体的な検討は、一

般的に権利の内容および明確さから直接適用可

能でない規定を多く含む条約でも、そのすべて
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時1653号117頁、大阪地判平成16年3月9日判時

1858号79頁、 87頁、大阪高平成11年10月15日判

時1718号30頁、東京高判平成5年 2月3日東高

刑時報44巻 1-12号11頁、東京高判平成4年 4

月8日判タ791号267、268頁など。

37 例えば、最二小判平成15年9月5日判時1850

号61頁、最ー小判平成8年 2月22日判時1562号

39頁、最一小判平成12年 9月7日判時1728号17

頁、札幌地判平成 9年 3月27日判時1598号33、

44頁など。岩沢教授は「わが国の裁判所は、概

して、憲法上条約は国内的効力を有するという

ことから直ちに条約を解釈、適用している」場

合が多いと述べている O 岩沢・前掲注20、41頁。

以上の判例を含めて、最高裁の判決はおおよそ、

国家の行為または法律が当事者の主張する自由

権規約の規定に「違反しない」であるとか「違

反すると解することもできない」といった形で

表現、判決しているのが現状である O しかし、

こうした判断や検討をしているということは反

面、当該自由権規約の規定が直接に適用できる

ものであるという前提条件を認めていることに

なる。同じ意見を述べているものとしては例え

ば北村奏三著『国際人権と刑事拘禁j (日本評

論社、 1996年)23頁参照。

38 東京高判平成 5年 2月3日、前掲注36。自由

権規約の第14条3項(f)を直接適用し、日本の

刑事訴訟において被告人が無料で通訳の援助を

受ける権利があるとした。

39 

40 札幌地判平成 9年 3月27日判時1598号33頁、

44頁。この判決では憲法第98条2項による国内効

力と別に、第27条の直接適用可能性を論じるこ

となく、その直接適用を行っている。

41 阿部・今井・藤本・前掲注20、33頁、斉藤正

彰「囲内裁判所による国際人権法の実現とその

限界一憲法学の視点から 」 国際人権13号、 14

頁以下、 14頁、斉藤・前掲注19、372頁、

Iwasawa， s叩ranote 20 at p目52and cases at 

footnote 124.さらに、横田・前掲注目、 166-167

国際人権規約と先住民族

頁の判例及び検討を参照。

42 詳細については宮崎繁樹編著『解説国際人権

規約j (日本評論社、 1996年)281-287頁を見よ O

自由権規約の第40条4項で委員会が締約国の報

告を検討した後に「委員会の報告(中略)を締

約国に送付する」ことが定めているにもかかわ

らず、当初、国報告に対して委員会が報告する

権限を有しているか否かに関し、社会主義諸国

の委員とその他の委員をめぐり解釈の対立があ

った。(詳細についてはNowak，M.，UN Covenant 

on Civil and Political Rights: CCPR CommentGlア，

N.P. Engel， Kehl， 1993 at pp.568-9、宮崎・前掲

42、286頁)しかし、ソ連の崩壊により 1992年か

ら各締約国検討の終わりに、委員会全体の見解

を反映する最終見解を採択することが決定され

た。

43 市民的及び政治的権利に関する国際規約第40

条 2項、第40条4項。

44 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選

択議定書、 1966年12月16日採択、 U.N.T.S. No. 

14668， vol 999 (1976)， p. 302、第5条1項。一般

的意見の目的に関してはStatamenton the Duties 

01 the Human Rights COmfηittee under Article 40 01 

the Covenant， Decision of the Human Rights 

Committee of 30 October 1980， UN Doc. 

CCPR/C/18， 19 August 1981 邦訳は宮崎・前

掲注42、285頁参照。

45 同上、第 5条4項、第 6条。個人通報制度の

詳細については宮崎・前掲注42、288-303頁を参

日召O

46 United Nations Human Rights Committee， 

General Comment 24 (52) ， UN Doc. 

CCPR/Cl2l1Rev.ll Add.6， 4 November 1994 at 

para 11. (以下「一般的意見24J) 邦訳は日本弁

護士連合会編著『国際人権規約と日本の司法・

市民の権利 法廷に活かそう国際人権規約』

(こうち書房・ 1997年)を見よ。条約の目的お

よび趣旨と両立しない留保は付することができ

ないとされている(条約法条約第四条(c)参

照)0 したがって、規約人権委員会は委員会の審
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査手続き及び当事国の履行の保障手続きを否定

するような留保が自由権規約の目的及ぴ趣旨と

両立しないゆえに、認められないとしている。

しかしこれに対し、委員会の自由権規約の目的

との両立性を評価する基準と、委員会が両立性

を決定する権限を有しないと批判している締約

国もいる o See UN. Doc. A/50/40 vol.II (1995) 

Chapter VI. ~般的意見24及びこの英国の批判に

関する邦訳の概要は、安藤仁介「自由権規約委

員会一人権関係条約に対する留保について一」

国際人権6号、 63頁以下参照。

47 北村・前掲注37、76、82頁、 Nowak. supra 

note 41. at p. XXIV、日本弁護士連合会・前掲

注目、 32頁、 McGoldrick.D. The Human Rights 

Committee. Clarendon Press. Oxford. 1991 at 

pp.150-152 

48 たとえば Harlandは i[自由権規約の規定が〕

明確で、あるにもかかわらず、自由権規約の政府

行動または立法に対する影響をより適切に決定

していくには、 (具体的な)判例(を通じて実

現されていくこと)も必要となる」としている o

Supra note 33 at p.l89 (筆者邦訳)。

49 北村・前掲注43および、Nowak.supra note 42 

at p.xXIV.ただし、岩沢氏は、少なくとも最終
意見は日本政府に宛てて作成された「審査報告J

("adjudicative document") として、尊重する

責務を負わせる文書としてみなすべきとしてい

る。 Iwasawa.supra note 20 at p. 117.日本政府

は条約の権利侵害を主張する個人からの通報と

条約機関がそれを受理、検討する権限を与える

自由権規約および女性差別撤廃条約の選択議定

書を批准していない。 Officeof the UN High 

Commissioner for Human Rights. Status 01 

Ratグlcations 01 the Principal International 

Human Rights Treaties as of 9 June 2004. online: 

<http://www.unhchr.ch/pdflreport.pdf> (13 

October 2004). 日本政府が選択議定書を批准し

ない根拠に関しては seeHeyns. C. and Viljoen. 

F. "The impact of the United Nations Human 

Rights Treaties on the Domestic Level" 23 
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pp.496-7 

50 岩沢氏は例えば「日本の裁判所は国際組織の

勧告に裏付けられた訴えをを即座に却下してき

たJ (筆者による邦訳)としている o Iwasawa. 

Y.. International Law， Humαn Rights. and Japanese 

Law， Clarendon Press. Oxford 1998 at p.39. 

51 大阪地方裁判所判決、平成16年3月9目、判

例時報1858号79、大阪高判平成8年 3月27日、

訟月43巻 5号1285頁(自由権規約第25条 1項の

「すべての市民」とは外国人を含むものではな

いということを論証すべく一般的意見15を援用

したもの)、徳島地判平成8年3月5日判時1597

号115頁、東京地判平成10年 7月31日判時1657号

43頁、大阪高等裁判所判決、平成 6年10月28日

判時1513号71頁。(しかし上告審の最高裁版所

判決においては、被上告人の逮捕が刑事訴訟法

および刑事訴訟規則の要件を満たす適法なもの

として上告理由を認め、控訴判決を棄却してい

るO したがって、 「その余の上告理由について

判断するまでもない」として、自由権規約等、

国際法に関する原審の判決文の適法性に関する

言及が避けられている O 平成10年 9月7日判時

1661号70頁参照)。

52 例えば岩沢氏は東京高裁の1993年 6月23日判

決(高民集46号、 43頁)について、判決文にお

いては言及されていない規約人権委員会の第24

条に関する一般的意見17について、その影響が

「否定できない」ほど明白であるとしている。

Iwasawa. SIψra note 49 at p. 262.二風谷ダム判

決(札幌地判平成9年3月27日判時1598号33頁)

の第27条に関する解釈も一般的意見23で示され

ている見解に影響を受けたと思われる(札幌地

裁の二風谷ダム判決を委員会の自由権規約第27

条の分析を通じて説明したものとして seeStevens， 

G. "The Ainu and Human Rights: Domestic and 

International Legal Protections" Asia Pacific 

Journal on Human Rights and the Law V olume 2(2) 

at 110.) 

53 例えば最近の大阪地裁判決においては、一般



的意見が第31条3項(b)に規定されている原則な

いし第32条の解釈の補足的な手段に準ずるもの

として、 「自由権規約の解釈に当たり、相当程

度尊重されるべき」として承認した。この理論

に基づいて、大阪地裁は規約人権委員会の自由

権規約第14条に関する一般的意見13(21)およ

び国連の決議の内容に沿って、憲法37条3項に

由来する刑事訴訟法第39条1項の被拘禁者の接

見交通権を解釈した。大阪地判平成16年3月9

日判時1858号79、87頁。

54 ILO監視機関の意見および勧告で示された見

解は第31条3項bの当事国の合意を確立する後

に生じた慣行に相当しないことは明らかである

とされた。大分地判決平成 5年 1月19日判例時

報457号36頁、 49頁。

55 大阪高判平成 6年10月28日判時1513号71頁、

87頁、大阪地判平成16年3月9日判時1858号79

頁、 87頁。両判決ともに規約人権委員会の意見

・見解のみならず、ヨーロッパ人権裁判所の判

例までも自由権規約を解釈する際の「補足的手

段」と見なしている。しかし、条約法条約第32

条を根拠条文とするよりも、第31条3項bの規

定を援用するほうが適切であると大阪高裁の判

例を批判するものもある。植木俊哉「判批Jジ

ユリスト1089号、 1996年、 347頁及び山下泰子

「判批」別冊ジ、ユリスト156号110頁。

56 条約法に関するウィーン条約、第4条参照。

57 大阪高裁前掲注78、86頁。大阪地判・前掲注

78、87頁および徳島地判平成8年3月15日判時報

1597号115頁、 123頁も参照。

58 Golder v UK， Series A vo1.l8， 1975; 57 ILR， 
p.200 etc. c.f. Nowak， supra note 42 at p. 23. 

59 Alberta Union v Canada， Communication 

No.l18/1982， 18 July 1986 at para 6ぷ Broeksv 

The Netherlands， Communication No. 172/1984，9 

April 1987 at para 12.3 etc. 

60 小川芳彦著「条約法の理論.1 (東信堂、 1989

年) 8頁。

61 小森光夫「国際連合における規則作成と一般

国際法の形成への影響」国際法外交雑誌第94巻

国際人権規約と先住民族

5・6号、 173頁以下、 180頁参照。

62 Shaw， M.N.， International Law， Fourth Edition， 

Cambridge University Press， 1997 at p. 656; 

Villiger， M.E.， Customary International Lωvand 

Treaties， Martin Nijho妊Publishers，1985 at para 

499， p.337 and para 508， p.342. (1現在過半数の

国家が第31条全体を(慣習法を)表す規定と見

なしていることは明らか」であるとしている O

ただし、 1985年出版時点では解釈に関する原則

が慣習法の登場しつつある、まだ確定されてい

ない規則とも主張している。)

63 この採択されてから発効までの11年間の問、

条約法条約の解釈規定を国際慣習法として承認

・援用した国家の慣行についてはsee Villiger， 

supra note 61 at pp.334-337.同様に1980年以前

に条約法条約の解釈規定に言及または援用する

国際裁決機関もあったseeVilliger supra note 61 

at pp. 338-341. 

64 Territorial Dispute (Libyan Arab 

Jamahiriya/Chad) Case， Judgment， 1.c.]. Reports， 

1994， p.6， 21-22， para 41; Maritime Delimitation 

and Territorial Questions between Qatar and 

Baharain (Jurisdiction and Admissibility)， 

Judgement， 1.c.]. Reports， 1995， pp.6， 18; Legaliか

ofthe 的 εbya State of Nuclear rf匂rponsin Armed 

Con.βict， Advisory Opinion， 1.c.]. Reports 1996， 

p.75 para 19 

65 Golder v UK， Series A vo1.18， 1975; 57 ILR， 

200 at 213-4; Inter-American Court of Human 

Rights， Restrictions to the Death Penalty Case 

(1983) 70 ILR 449; lran-United States Case No. 

A/l8， (1984-1)， Iran-United States Claims 

Tribunal Reports 251. 

66 江藤淳一「わが国の裁判所における条約の解

釈」比較法第29号、 127頁以下、 127頁、坂元茂

樹「条約解釈の神話と現実一解釈学説対立の終

意が意味するもの一」世界法年報第22号、 30頁

以下、 30-35頁。従来の学説については例えば

Sinclair， supra note 77at pp. 114~1l 6， Villiger， 

supra note 61 at pp.327-328 
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67 IC]のヒギンズ裁判官が言うように「解釈にお

いて規則に言及しでも、決して選択という要素

を排除できないJRosalyn Higgins， Problems and 

Process-International Law and How We Use It， 

Clarendon Press， 1994， p.lO (坂元・前掲注66、

45頁にて引用)。

68福岡地裁平成元年 9月29日判決、 「最高裁判所

民事判例集』第52巻3号738-740頁参照。

69 坂元・前掲注66、46一7頁。坂本氏はこの判

決及び解釈方法を条約法条約の「解釈規則に依

拠する形で、みずからの解釈の正当性を訴えた」

ものとして評価し、その態度が他の国内裁判所

でも採用されていると主張する。

70 斉藤正彰著『国法体系における憲法と条約J

(信山社、 2002年)。

71 向上、 428頁。

72 同上、 429頁。

73 市民的及び政治的権利に関する国際規約、前

文。

74 確かに、平等原則及び無差別原則が自由権規

約全体の精神といわれている事から (see

Ramcharan， B，G， "Equality and Non-

discrimination" in Henkin， L. (ed，) The 

International Bill of Rights; the Covenant on 

Civil and Political Rights (1983)， Chapter 10， 

pp.246ff)、各締約固に異なる権利内容および基

準を適用することにより、ある締約国の管轄の

下にいる個人が他の締約国の管轄下にいる個人

より劣った権利保護を受けることは普遍的な保

障基準を定める自由権規約の目的を大きく損な

うことといえよう O

75 具体的には「一般的意見24J前掲注46、11段

落での記述が挙げられている。

76 斉藤・前掲書注70、428-430頁。

77 斉藤正彰「国際人権訴訟における囲内裁判所

の役割一憲法学の視点から一」国際人権11号34

頁以下、 37頁、斉藤正彰・前掲書注70、431頁参

日目。

78 前掲注70、432頁。

79 向上、 7、8頁。傍点筆者。
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80 斉藤・前掲書注70、431-432頁。

81 同上、 431-432頁。

82 同上、 418頁。

83 一般的意見24、前掲注46、13段落。

84 斉藤・前掲書注70、429頁。

85 斉藤氏は委員会の一般的意見24を引用して、

「これは、規約人権委員会がB規約の解釈を示

す、というしくみがB規約にとって不可欠であ

るという理解を示しているJと主張する。しか

し、規約本文の規定による委員会の監視役割と、

それに伴う解釈が規約に不可欠としても、選択

議定書の下で示される解釈の権限を認めること

自体が任意的なものであり、認めていない規約

の締約国もあることから、議定書の下での権限

に基づく解釈に限定すると、その解釈が規約に

「不可欠」とまではいえない。前掲書注70、430

頁参照。

86 斉藤・前掲書注70、429頁参照。

87 向上、 417頁参照。

88 Nowak， supra note 42 at pp.647-648. 

89 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選

択議定書、 1966年12月16日採択、 U.N.T.S. No. 

14668， vol 999 (1976)， p. 302、前文。

90 例えば第27条に関する一般的意見23を見れば、

第27条の保障に関する「見解」を 2つ引用して

いると同時に、第26条および第14条の解釈に関

する見解も引用されている。一般的意見23

(50)、UNDoc. CCPR/C/21/Rev.l/ Add.5 (26 

Apri11994)参照。

91 北村・前掲注43、76頁。第27条の解釈を具体

的な例としては、個人通報のオミナヤック事件

の「見解」において、規約第27条の「文化を享有

する権利」が先住少数民族の狩猟、漁業を行う

伝統的な生活全体を意味することが確認された

Ominayak and the Lubicon Lake Band v 

Canada， Communication No. 167/1984， Views 

adopted on 26 March 1990， UN Doc 

CCPR/Cl38/D/167/1984， para 32.2 (以下「オ

ミナヤック事件」。その後、当該見解の理解が委

員会の第27条に関する一般的意見に反映され、



引用されている。また、結果的には同じ見解が

委員会の締約国の報告書審査と最終的意見にお

いて採用されるようになっている。例えば、エ

クアドルに対して提示された1998年の最終的意

見においては、 「委員会は先住民族グループの

構成員が(中略)第27条の下での権利、特に文

化的アイデンティティーの保護および伝統的な

生活を十分に享有することを可能にするように

(中略)確保するためにさらなる措置をとるこ

とを勧告する」と記述されている。 Concluding

Observations of the Human Rights Comittee. 

Ecuador. UN Doc. CCPR/CI79/ Add.92 at para 

19. (筆者邦訳) 同様に、第27条の文化的享有

権を伝統的土地、天然資源の使用と結びっく見

解をとるメキシコに対して提示された1999年の

最終的意見がある (1締約国は・・・先住民族の

共同体・・・の習慣、文化および伝統的な生活

様式を尊重し、彼らの土地と天然資源の使用権

が享有できることを可能にすること J。

Concluding Observations of the Human 

Rights Committee. Mexico. UN Doc. 

CCPR/CI79/ Add.l09. para 19. (筆者邦訳)

92 例えば、脚注90で示されている第27条の見解

および解釈は、議定書を批准していない日本に

宛てた最終的意見にも反映されている。

Concluding Observations of the Human 

Rights Committee. ]apan. UN Doc. 

CCPR/CI79/ Add.l02 at para 14 (アイヌ民族の

土地に関する権利を認めないことに対する委員

会の懸念の表示。)

93 日本政府が自由権規約第40条の義務に基づい

て規約人権委員会に提出した第 3回および第 4

固定期報告(第27条に関する記述)を見よ。

U.N. Doc. CCPR/C/115/ Add.3. 1 October 1997. 

日本政府は1980年の第一回の報告書では少数民

族が日本に存在しないと主張した。 UN Doc 

CCPR/C/lO/ Add.l. 14 November 1980. 

94 判決においては自由権規約の憲法第98条2項

による国内効力と別途に自由権規約および第27

条の自動執行性について論じていない。札幌地

国際人権規約と先住民族

判平成 9年 3月27日判時1598号33頁、 44頁。

(以下「二風谷ダム判決」ともいう)。

95 同上。しかし、二風谷ダム判決以降のアイヌ

民族に係わる訴訟においては、第27条をアイヌ

民族へ適用することを否定してはいないものの、

第27条または人種差別撤廃条約、その他の発展

しつつある先住民族に関する国際法の権利を援

用することについて、非常に消極的になってい

る。その理由のーっとして、争われた事件の性

質の影響が考えられる。現在問題となっている

訴訟としては、アイヌ民族共有財産訴訟はアイ

ヌ民族の共有財の返還に関して行政処分の無効

確認または取消しを求めた訴訟をあげることが

できる(行政法共有財産訴訟、原審、札幌地方

裁判所判決、平成14年 3月 7日、平成11年(行

ウ)第13号と棄却された控訴判決、札幌高等裁

判所判決、平成16年 5月27日、平成14年(行

コ)第 6号(現在上告中))。他の例として、ア

イヌ民族の明治時代の感染病に関する資料をア

イヌ民族に対する軽蔑的表現に関する注釈およ

び患者の本名、住所、年齢等を隠さないままに

掲載した図書に関する、いわば集団的名誉段損

に関する訴え(札幌地方裁判所判決、平成14年

6月27日、平成10年(ワ)第2328号と平成13年

(ワ)第1746号(棄却され、現在札幌高等裁判

所において控訴中))が呈されていることが挙げ

られる。

96 砂JII事件最大判昭和34年12月16日刑集13巻13

号3225頁など。

97 二風谷ダム判決、前掲注94、44頁。

98 United Nations Human Rights Committee. 

Consideration 01 Reports Submitted by States Parties 

Under Article 40 01 the Covenant (Japan). UN 

Doc.CCPR/CI79/ Add.28 (5 November 1993) at 

para 8.邦訳は日本弁護士連合会編『世界に問わ

れた日本の人権j (こうち書房、 1994年)244頁

などを見よ。

99 市民的及び政治的権利に関する国際規約、第

4条参照。

l∞ 同上、第5条 1項参照。
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101 条約法条約では、囲内法を理由に国際法の義

務から免れることができないと定めている。条

約に関するウィーン条約、第27条。

102 例えば『伊藤正己憲法入門.1 (有斐閣、第4

版、 1993年)263頁、芹i宰「憲法と条約」法教

173号 0995年)78頁。

103 憲法が多国間人権規約に優位でなくとも問題

が生じないと考える理由は例えば多数の国家が

参加した条約の規範内容が憲法に違反する可能

性が低いや人権保障を精神とする条約は憲法と

抵触することが生じないなどとされる O 芹淳、

向上。

104 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関

する知識の普及および啓発に関する法律(平

成9年5月14日法律第52号) (以下「アイヌ文

化振興法」ともいう)0 行政が自由権規約の報告

書でアイヌ民族を独自の文化を有する少数民族

として認めたことはアイヌ文化振興法の制定を

容易にした要素と考えてよいだろう O しかし、

それでもなお、アイヌ文化振興法は明示的に第

27条の権利を実施する立法とされていないこと

に注意を喚起する必要がある。振興法の制定と

同時に採択された国会の附帯決議は人種差別撤

廃条約の批准および人権教育のための国際10年

「の趣旨を尊重」することに言及しているが自

由権規約と第27条に関する言及はない。

105 この立法に関しては、全会一致で付帯決議が

つけられている O アイヌ文化振興法、同上、お

よびアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に

関する知識の普及および啓発に関する法律案に

対する附帯決議、常本照樹『アイヌ民族をめぐ

る法の変遷.1 (さっぽろ自由学校「遊」、 2000

年)、資料7、93頁。

106 常本、前掲注105、42頁。

107 例えば最終見解.CCPR/C/79/ Add.l02 at para 

14参照(先住民族であるアイヌ民族の土地に関

する権利を認めないことに対する委員会の懸念

を表示している)。委員会はこれまで、第27条の

もとにおける、土地権の文化を享有する権利へ

の必要性との密接な結びつきを先住少数民族の
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場合にしか認めていないo See Spiliopoulou 

Akermark. A. Justifications of Minority 

Protection in Internαfional Law， Kluwer Law 

International 1997 at p.l54.先住少数民族の第27

条の文化的享有権との関係についての委員会の

見解およびその発展経緯に関しては上述脚注142

参照。

108 E.g. supra note 11 at p.27-28. 

109 榎森進『アイヌの歴史 北海道の人びと

(二)-.1 (三省堂、 1987)、108-111頁参照。

110 同上、 117頁。

山向上117-119頁、 112頁。

112 開拓使乙第30号布達、 1878年、 10月20日によ

り、支川におけるサケマスj魚、すべての夜漁

(アイヌ民族の小規模のサケ漁の多くが行われ

た時間)、曳網以外の河川におけるあらゆる漁法

が禁止された。 1876年9月の「北海道鹿狩規則」

は鹿の狩猟を規制し、その後全面的に禁止され

るようになった。 漁業も禁止されたのみならず、

その方法も特にアイヌ民族の食料の確保や生存

を目的としたサケ漁に直接影響した。山田伸一

「千歳川のサケ漁規制とアイヌ民族j、北海道開

拓記念館研究紀要第32号 (2004年3月)参照。

鹿狩の規制については山田伸一「開拓使による

狩猟規制とアイヌ民族一毒矢利用の禁止を中心

にJ、北海道開拓記念館研究紀要第29号(平成13

年3月)参照。

113 1881年ごろ、札幌県において水産行政の第一

線に身を置いていた内村鑑三は、千歳川流域を

調査した上で、調書県令当てに提出した復命書

の中で次のように述べている。 I…昔時ヨリ鮭

ヲ以テ其常食トナシタレハ、之カ捕獲ヲ禁セハ、

殆ント飢餓ニ赴カザルヲ得ス。諺ニ日ク、飢餓

ハ法規ヲ知ラスト。J (前掲注109、127-9頁)

114 高倉信一郎『アイヌ政策史.1 (日本評論者、

1942年)483頁、山田・前掲注112Iサケ漁規

制」、 125頁、三風谷ダム判決、札幌地方裁判所

判決、平成9年3月27日、判例時報1598号33頁、

46頁参照。

115 北海道環境生活部『平成11年北海道ウタリ生



活実態調査報告書j7-9頁および『北海道ウタ

リ協会のあらましj2頁参照。

116 当該運動および経緯の詳細については常本、

前掲注105，18一19頁および資料1、アイヌ関係

主要年表、 52頁参照。

117 北海道ウタリ協会の法案は(1)人種差別の絶

滅 (2)国会並びに地方議会のアイヌ民族代表の

特別議席、 (3)民族の自立基金、 (4)アイヌ

民族政策の審議機関、 (5) アイヌ民族の漁業・

林業・商工業および就職機会の振興、ならびに

漁業権の付与 (6) アイヌ民族の教育対策と、学

校・大学においてアイヌ語、アイヌ文化および

歴史の講座の導入に伴う教員としてのアイヌ民

族の積極的な登用、およびこれを学ぶ学生にア

イヌ民族の積極的な採用、アイヌ語・アイヌ文

化の国立研究施設の設置を提案している O アイ

ヌ民族に関する法律(案)、常本、前掲注105、

資料3、60-66頁。

118 アイヌ民族特別議席は選挙権の平等に関する

規定、第15条第 1項、第3項及び第44条の但書

と、第43条第 1項の国会議員が全国民の代表で

あることを定める規定に抵触するとみられたた

め、その条項を除いた新法案の制定が勧告され

た rウタリ問題懇話会報告書j、昭和63年3
月、 6頁参照。

119 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関

する知識の普及および啓発に関する法律(平成

9年5月14日法律第52号)

120 当該機構のホームページは

< http://www.frpac.or.jp/>参照。
121 北海道ウタリ協会イオル関係支部等連絡会議、

平成15年6月12日13:00自治労会館、佐々木高

明氏講演内容(北海道ウタリ協会イオル推進委

員会、平成16年3月24日、配布資料1) 3頁。

122 例えばアイヌ民族文化公園平取町推進協議会

の『イウォロの創造的再生と発展に向けた提案』

等参照。

123 北海道、 『伝統的生活空間(イオル)再生構

想の具体化に向けて.! 3頁および北海道環境生

活部総務課、アイヌ施策推進室『伝統的生活空

国際人権規約と先住民族

間の再生に関する基本構想』、 1999年7月、 49

50頁参照。

124 当該会議は国土交通省の北海道局、文化庁、北

海道、アイヌ文化振興・研究推進機構、北海道

ウタリ協会という関係団体から構成されている。

北海道、 『伝統的生活空間(イオル)再生構想

の具体化に向けて.! (以下「北海道会議報告J)

3頁参照。

iお北海道会議報告、同上、 15頁(資料5 アイ

ヌ文化振興等施策推進北海道会議の設置)

126 北海道ウタリ協会イオル推進委員会、平成16

年 3月24日、配布資料 4、 「伝統的生活空間

(イオル)の再生に関するこれまでの経緯」。

127 財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構、

nwor再生等アイヌ文化伝承方策基本調査報告

書』、平成16年3月O

128 北海道会議の報告では十勝、釧路、札幌、旭

川、平取と静内を「地域のイオル」再生の適地

として選定し、提案している O 北海道会議報告、

前掲注124、10-12頁参照。

129 このうちの一人は、現在、北海道ウタリ協会

の理事長を務めている。

130 ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会

『報告書J平成 8年 4月、 7頁。(常本照樹

『アイヌ民族をめぐる法の変遷.! (さっぽろ自

由学校「遊」、 2000年)資料5、79頁参照)。

131 向上、 2頁(同書、 74、75頁参照)。

132 向上、 6頁(同書78頁参照)。

133 向上。

134 常本照樹「民族的マイノリティの権利とアイ

デンテイティ」、岩村正彦(ほか)編「岩波講

座現代の法14:自己決定権と法.! (所収、岩波

書庖、 1998年)179頁。

135 政府、特に官僚は、例えば「我が国固有の少

数民族としてアイヌの方々がおられるJ (田畑

内政審議室長答弁)や「先住という事実から本

法案に規定する施策の推進が導き出されるもの

ではないJ (八木計画監理官)と答弁している。

参議院内閣委員会議録6号、 4頁、 8頁;第140

回国会衆議院内閣委員会議録四号15頁(前掲注
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31、179頁にて引用)。

136 ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会報

告書、前掲注130、11頁(常本・前掲注116、83

頁参照)。

137 同上4頁参照。アイヌ文化振興法の目的も同

様に「アイヌの伝統等に関する国民に対する知

識の普及及び啓発を図るjことを含んでいる。

138 ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会報

告書、前掲注130、83頁。北海道会議報告、前掲

注124、5頁、 8頁、平成16年12月7日イオル再

生等アイヌ文化伝承方策検討委員会第 3回会議

資料、資料2ir伝統的生活空間の再生Jの必要
性と役割について(素案)J 2頁等参照。

139 United Nations Human Rights Committee， 

General Comment No. 23(50) (art.2刀 UNDoc 

CCPR/C/21/Rev.l/ Add.5 (26 April 1994) at 

para 7.邦訳は日本弁護士連合会編著『国際人権

規約と日本の司法・市民の権利 法廷に活かそ

う国際人権規約.1 (こうち書房・ 1997年)を見

よO

140 例えばマフィカ事件ではワイタンギ一条約の

漁業権を保障した規定が漁業のマオリ民族文化

にとっての重要性を示すものとして委員会によ

り引用された。

141 ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会報

告書、前掲注130、3頁。

142 二風谷ダム判決、前掲注94、46-47頁参照。

143 向上、 43-44頁参照。

144 同上、 40-41頁。

145 同上41頁。判決文のチノミシリ及びチプサン

ケに関するその他の言及については42、48、49

頁等を見よ。

146 向上、 48頁。

147 以上第2章第 1節1.2参照。

l必 アイヌ文化振興法、前掲注104、第 1条。

149 Thornberry， P. International Law and the Rights 

of Minorities Oxford University Press 1991 at 

178-9参照。この限定的、消極的義務説を採る者

として例えば Tomuschat.C. "Protection of 

Minorities under Article 27 of the International 
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Covenant on Civil and Political Rights" in 

Bernhardt el al. vtフlkrrechtals Rechtordnung 

Internationale Gerichtsbarkeit Menschenrechte， 

Festschrift f[r Hermann Mosler， 1983 at pp.949-

979; Modeen， T. The International Protection o[ 

National Minorities in Europe， 1969 at pp.l08-9参

日百。

150 Bossyt， M.J.， Guide to the travaux 

preparatoires on the International Covenant on Civil 

and Political Rights， Dordrecht. Boston， M. 

Nijhoff 1987 at p.494-496. See also Thornberry 

supra note 149 at 179.準備作業は文脈によりか

っその趣旨および目的に照らして与えられる用

語の通常の意味により解釈を確認するため、ま

たはあいまい、不明確等な場合に使用する解釈

に関する補足的な手段である。以上、第 3節及

び条約に関するウィーン条約31条、 32条参照。

151 例えば「すべての者は・・・このグループの

言語を習い、公的または私的な生活において使

用する(中略)及びその集団の他の構成員とと

もに文化を発展する権利を有するJとして規定

されたユーゴスラピアの規定提案 ("theright...to 

learn the language of this group and to use it 

in public or private 1ぜe…aswell as the right to 

cultural development")および当事国に少数民

族の文化的、言語的、宗教的「権利を確保する」

ことを義務づけた規定草案は否決された O

Bossyt， supra note 150 at 495-496. 

152 一般的意見23(50)、UNDoc 

CCPR/C/21/Rev.l/ Add.5 (26 April 1994)、6.1段

落。

153 Thornberry， s叩ranote 149 at 180， 183. (筆

者による邦訳)。

154 Commission on Human Rights， 5th Session 

(1949)， UN Doc. A/2929， Chapter VI. para 183. 

155 国家が積極的に介入し、公的資金をもって助

成することで民族の伝統及び習慣の維持と保存

を保障する義務が第27条に含まれているとする

説は1970年代の前半ごろから主張されている。

UN Doc. ST /T AO/HR/ 49， para 79; UN Doc 



E/CN.4/Sub.2/384/add.2， 78 cited in McKean 

W. EqualiかandDiscrimination under International 

Law， Clarendon Press， Oxford， 1983 at p. 145. 

156 General Commen t 23(50)， UN Doc. 

CCPR/CI21/Rev.11 Add.5 (26 April 1994) at p.3 

para 6.1. 

157 Ibid at para 6.2 

158 Ibid at para 7. 

159 Spiliopoulou Akermark， A. Justifications of 

Minority Protection in International Lωv， Kluwer 

Law International 1997 at 139. 

160 Thornberry， Indigenous Peoples and Human 

Rights， Manchester University Press 2002 at 

161. See also Nowak， supra note 42 at p.503 

161 Ibid 

162 See e.g. Secretary Generals memorandum The 

Main乃pesand Causes of Discrimination， UN 

publication sales No. 49 XIV 3， paras. 6 and 7 

and statement by the UN Sub-Commission on 

Prevention of Discrimination and Protection of 

Minorities， E/CN.4/52 (1947)， Sect. V. 

163 See e.g. Spiliopoulou Akermark， supra note 

159 at 139-140， Thornberry， 2002， supra note 

160， Thornberry 1991， supra note 149 at 185-6， 

McKean， supra note 155， Sohn， L. The Rights of 

Minorities in Henkin， L.(ed.) The International Bill 

of Rights The Covenant on Civil and Political Rights 

1981. pp.270-289， Eide， A. "Legal and Normative 

Bases for Saami Claims to Land in the Nordic" 

International Journal on MinoriかandGroup Rights 

8: 127-149，2001 at 143， Sceinin M. "The Right to 

Enjoy a Distinct Culture: Indigenous and 

Competing Uses of Land" in Orlin， T.S， Rosas， A. 

and Scheinin， M. eds.， The Jurisprudence of 

Human Rights Law，・A Comparative Interpretive 

Approach， Institute for Human Rights， Abo 

Akademi University， 2000 etc. 

l似 この見解および立場は規約人権委員会のオミ

ナヤック事件、ランスマン2事件などの先住民族

の土地とかかわる文化的権利に関する「見解」

国際人権規約と先住民族

を根拠にしている場合が多い。 Kingsbury， B. 

"Claims by Non-State Groups in International 

Law" Cornell International Law Journal， Vol 25， 

No. 3 (1992)， pp.481-513: Scheinin， M. "The Right 

to Enjoy a Distinct Culture: Indigenous and 

Competing Uses of Land" in Orlin， T.S.， Rosas 

A. Scheinin， M. The Jurisprudence of Human 

Rights Law: A Comparative Interpretive Approach， 

Institute for Human Rights， Abo Akademi 

University， Turku， 2000; Scheinin， M. "The 

Right to Self Determination Under the 

Covenant on Civil and Political Rights" in Aikio， 

P. & Schenin， M. (eds)， Operationalizing the Right of 

Indigenous Peoples to SeがDetermination，， 

Institute for Human Rights: Turku， 2000 

pp.179-199 at 193-197; Eide， supra note 163. 

165 規約人権委員会は、例えば、 「委員会は(中

略)資源の保護および人々のアイデンティテイ

を保持するといった目的のために、規制から除

外される人々を定義する(あるいは立法措置に

おいて規制する)必要があることを認識してい
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議は UN.Doc. CERD/C/SR.1235， 5 August 
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めて、 「同意」と「参加」の相違に関しては

Thornberry， 2002， supra note 160 at 217. 
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para 83.撤廃委員会議長はまた、草案策定過程
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意」という語を採用する以前にも、 「第4段落

全体は、受諾の義務がないものの、国家に勧告

されるものとして記されている」としている。

同上。

236 Concluding Observations of the Committee 

on the Elimination of Racial Discrimination， New 

Zealand. UN Doc. A/57/18， 01 November 2002， 

paras.412-434， para 424; Concluding Observations 

of the Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination， Australia， UN Doc. 

CERD/C/304/ Add.1Ol， 19 April 2000， para 9 etc 
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権を含むように理解されていることについては
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239 例えば、北海道ウタリ協会は国の新たなアイ
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し、有識者懇談会の報告書を支持しつつも、い

171 



北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル No.l22005

くつかの反対意見を述べている。こうした中、

有識者懇談会の施策提案を採用する否かという

行政府の決定に関して、ウタリ協会がアイヌ民

族を代表する団体として施策を拒否する権利に

類似するものも一切存在しない。しかしながら、

Iwor基本構想委員会ではアイヌ系の委員が13人

のうちの 7人であることから、多数決の決定方

法を採ることによりアイヌ系の委員が全員反対

すれば、提案および報告が採択されなかったと

いう意味では「拒否権」が存在したと見ること

ができるかもしれない。しかし、アイヌ系委員

がアイヌ民族全員の代表として選ばれ、また個

人の意見よりはアイヌの代表であることを自覚

して投票したということは、必ずしも明確では

ない。その意味においては、アイヌ民族が当選

した代表による「アイヌ民族」の拒否権ではな

かったということもいえよう O 北海道会議にお

いては、アイヌ系委員が10人のうち 5人であっ

たゆえに、多数決を通じても拒否する立場にい

なかった。進行中の国の検討委員会にしても 5

人の委員のうち 2人がアイヌの人であるゆえに、

また多数決によっても拒否することが可能とは

ならない。 Iworを実施する以前に、国がその再

生施策に関してアイヌ民族全体の「同意」を受

けるような手続きも現在のところ予定されてい

ない。

240 現在の検討委員会は、再生の実施に伴い、自

然空間の実際の管理(動植物の採取、捕獲、育

成等)、自然素材の確保事業を実施する(自然

素材の入手、配分)、および自然空間を保護する

「自然空間に関する管理運営のための組織」を

設立することを提案している。また、その組織

を構成するメンバーには、アイヌの伝承活動を

実践している個人または団体、及び北海道ウタ

リ協会をあげている。ただし、その実施の計画

を策定し、および管理運営計画を策定する組織

としては「運営評議会」を挙げており、この計

画を策定する段階にアイヌ民族の代表が関わる

か否かは明らかでない。イオル再生等アイヌ文

化伝承方策検討委員会、第 3回会議資料、別紙
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1、 ir伝統的生活空間の再生jに関する推進体
制」。

241 一般的勧告23、前掲注152、5段落。

242 Agenda 21. (Program of Action) Chapter 26 ， 

U.N. Doc.A/CONF.l51/26(Vol.III)， 12 August 

1992 para 26.3(b)， para 26.3(a)(iv) 

243 Principle 22， Declaration on the Right to 

Development; Rio Declaration on Environment 

and Development， UN Doc.A/CONF.l51/26 

(Vol.I)， Annex 1，12 August 1992 

244 先住民族の土地剥奪が、民族の貧困、伝統的

文化の喪失およびさらなる人種差別に繋がると

いう関連性は、特別報告者ホセ・マルチネス・

コーボの「先住民に対する差別問題」の報告で

既に明白にされている O よって、先住民族に対

する人種差別を撤廃する措置として、伝統的な

土地の返還または代替する土地の提供を勧告す

ることは論理的な主張であるといえよう。 See

V olume 5， Study 0/ the Problem 0/ Discrimination 

against Indigenous Populations ， UN Doc. 

E/CN.4/Sub.2/198617 / Add.1-4 ((iマルチネズ

.コーボ報告J).

245 See supra note 226. 

246 佐々木講演より。前掲注121参照。

247 基本構想報告は、例えば、 Iwor再生において

認められる文化活動を記したリストの中に、熊、

鹿、ウサギ等の狩猟、伝統的漁法による鮭等の

採捕、および、例えばアイヌ料理の調理やアッ

トゥシおよびテタルべといった衣服の作製など、

他のリスト化された伝統的活動に必要な植物、

樹木、草花の収穫に関して述べられている O ま

た、 Iwor再生にふさわしい地域は北海道の原始

的な自然環境を街御とさせる場所でなければな

らず、シマフクロおよびヒグマといった、アイ

ヌ文化にとって重要な生物が十分に生息可能な

土地でなければならないとしている O 報告書は

さらに、 Iwor空間における天然資源は、アイヌ

民族の伝統技術および自然観念の精神に従い、

持続可能な形で管理されなければならなず、

Iwor管理に関してアイヌ民族の自治が最大限可



能な限り尊重されなければいけないとしている O

前掲注123、25-26，34.44.45頁。

248 北海道議会の報告書もまた、報告書がIwor空

聞に蹴る漁業、狩猟、採取などに関する現行の

規制は、伝統的な文化活動が可能となるように

緩和されなければならないとしている O さらに、

草花、植物、樹木、魚類、鹿等、アイヌの伝統

衣装の作製およびアイヌ料理の調理、伝統漁お

よび狩猟の実施に必要不可欠な自然資源が確保

される必要性についても言及している。北海道

議会報告、前掲注124、4、5、15頁、補足4参

照。

249 北海道会議報告、前掲注124、13頁参照。

250 イオル再生等アイヌ文化伝承方策検討委員会、

第3回会議資料2、 Ir伝統的生活空間の再生J
の具体的な仕組みについて(案)Jおよび I(参

考)イオル再生に活用可能性があると考えられ

る主な制度等J。

251 現在の検討委員会は、再生の実施に伴い、

Iworの実施計画を策定し自然空間の管理運営を

策定する組織に「運営評議会」、自然空間の実

際の管理および自然素材の確保事業を実施する

組織に「自然空間に関する管理運営のための組

織」を想定している O 前掲注138参照。

252 一般的意見23、前掲注152、6.1段落。

253 イオル再生等アイヌ丈化伝承方策検討委員会、

前掲注250，

254 ただし、第27条の権利が「その集団の他の構

成員とともに」享有することが権利の性質から

必要かっ規定されていることにより、個人の権

利享有、行使は集団の福祉、生存、文化的活動

の維持可能性等の利益考慮から制限されること

がある O 例えばキトック事件、前掲注175参照。

2日建築物、または何かしらのハコなど、 Iworの

国際人権規約と先住民族

存在、および日本による歴史的なアイヌ民族お

よびアイヌ文化に対する不正義があったことを

示す、視覚的な象徴をおくことが重要となるこ

とは、伝統生活空間の基本構想に関する委員会、

および北海道議会(6頁)における数名のアイ

ヌ出身のメンバーより述べられている。 2004年

11月5日、札幌で行われた長谷川晃氏(伝統生

活空間の基本構想に関する委員会および北海道

議会のメンバー)とのインタビ、ユーによる。

256 佐々木高明氏の主張による。前掲注121を参照。

257 伝統的生活空間の再生に関する基本構想J、

前掲注1230

258 第27条は、例えばフィンランドにおいては、

サーミ民族がトナカイを固有地において飼育す

る権利に関し、第27条のもとで保護されている

としながらも、これを用益権のみに限っており、

土地権原は政府のもとに置かれている。この措

置は第27条の目的を満たすものと考えられよう O

See Eide， supra note 164 at id 

259 例えば、規約委員会の見解においては、規約

のもとにおけるアイヌの「土地権」に関して特定

的に言及しており、他の土地との区宝ハと権原供

与措置を提案している O 伝統的な土地に関して

はブラジルに対して27条に基づく見解が示され

ている O

260 アイヌ出身のメンバーは、基本構想委員会で

は全13名のうちの 7名と過半数の席を与えられ

ているほか、北海道議会においては全10名のう

ちの半数を占めている。

261 北海道ウタリ協会の rlアイヌ関連施策関係省
庁連絡会議Jにおける意見陳述J参照。

262 ランズ、マン 2事件、前掲注176参照。

(ジョージナ・スティーブンス (Georgina 

Stevens)北海道大学法学研究科修士課程修了)
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